
生

6
滝
川
市
結
婚
相
談員

結
婚
を
望
ん
で
い
る
未
婚
者
や
未
亡
人、
独
身
者
は
多
い
が、
相
手
を
得
る

機
会
が
な
か
っ
た
り
、
本
人
が
知
る
範
囲
で
適
当
な
相
手
が
い
な
い
こ
と
か
ら

結
婚
で
き
な
い
で
いる
状
態
を
助
け
る
た
め
に、
滝
川
市
で
は
結
婚
相
談
員
を

置
く
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
三
十
九
年
五
月
一日、

八
名
の
結
婚
相
談
員
を
委
嘱
し
た
が、
公
の
機

関
と
し
て
の
活
動
を
は
か
る
た
め
同
年
六
月
四
日
滝
川
市
結
婚
相
談
員
設
置
規

則
を
公
布
し
た
。

相
談
員
の
任
期
は
二
年
と
し
、
そ
の
任
務
は
結
婚
問
題
に
関
す
る
相
談
と
結

婚
あ
っ
せ
ん、
成
立
に
寄
与
す
る
こ
と
で、
毎
週
月
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で
総

合
福
祉
セン
タ
ー
内
に
結
婚
相
談
室
を
開
設
し
、
毎
月
一
回
は
相
談
員
全
員
で

会
議
を
開
き
そ
の
効
果
を
上
げ
る
こと
を
は
か
り
、
他
市
町
の
関
係
者
と
の
会

合
も
行
わ
れ
て
き
た
。

結
婚
希
望
者
を
登
録
し
て
お
き
適
合
す
る
相
手
の
紹
介
や
全
員
会
合
の
機
会

を
設
け
る
な
ど
、
希
望
に
適
っ
た
結
婚
の
達
成
に
努
め
て
い
る
。

氏
名

白
水

務
元・
五・二～

三・
九・三

就
任
年
月
退
任
年
月

ミ
ツ
同
右
～
哭
・
三・三

井
出
芳
江
同
右
～
四
・
四・三

善正
同
右
～吾・

九・三0
藤
波
孝
成
同
右
～
四
・
四・三〇

杉
浦

相
沢
喜
代
四
・
五・
一～
現
在

安
藤
勝
郎
穹・
四・
一～
四翌・
四・三0

横
山
十
七七

同
右
～咒
・
五・三

小
田
中
キ
ヌ
同
右
～
吾
・
九・三

及
川
美
沙子

同
右
～
哭
・三・三

近
野
銭
太
郎
四五・
五・
一～
三
・
九・三

山
口
行
薫
同
右
～
哭・
三・三

中
川
久
子
同
右
～
三
・
九・三

早
弓
房
松
架
・
五・六
～
同
右

手
嶋
二
枝
同
右
～
現
在

後
藤
寅
雄
咒・
六・
一～
三
・
九・三

平
野
博
信
三
・一〇・

一～
現
在

河
合
初
枝
同
右
～
現
在

辻
奥
隆
敏
同
右
～
現
在

岩
井
武
子
同
右
～
現
在

山
本
貞
四
郎
同
右
～
現
在

酒
井
弥太
郎
同
右
～
現
在

長
屋
昌
也
同
右
～
現
在

第
四
節
社
会
福
祉
施
設

1
福
祉
会
館

社
会
生
活
に
お
い
て
地
域
で
の
集
会
や
冠
婚
葬
祭
な
ど
に
福
祉
会
館
的
な
施

設
が
必
要
と
な
り、
各
部
落
で
は
自
主
的
に
集
会
所
を
作
っ
て
い
た。

市
街
地
区
に
お
い
ても
こ
の
種
施
設
は
必
要
で
あ
る
が
、
公
共
施
設
や
寺
院

な
ど
を
借
用
す
る
例
が
多
く
、
地
区
小
単
位
に
こ
の
集
会
所
は
比
較
的
に
少
な

く、
団
地
造
成
に
当
た
っ
て
集
会
室
を
設
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

公
営
住
宅
の
建
設
に
は
公
営
住
宅
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
基
づ
き
集
会

室
・
所
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り、
現
有
施
設
で
は
昭
和
三
十
七
年
建
築
入

居
の
江
陵
団
地
集
会
室、団

地
内
集
会
所
で
は
黄
金
町
集
会
所
が
最
初
で
あ
る
。

部
落
内
集
会
所
の
建
設
に
対
し
て
住
民
か
ら
建
築
助
成
の
要
望
が
出
さ
れ
た

江
部
乙
町
で
は
昭
和三
十
八
年
三
月
二
十
日
江
部
乙
町
規
則
第
四
号
に
よ
り
江

810

三
笠
金
吾
四
・
五・
一～
翌
・
四・三

三谷
キ
ク
同
右
～
同
右

岡
部
力
男
同
右
～
聖
・
三・三

川
南
征
子
同
右
～
同
右

名
氏
ヒ
サ

林
時
枝
同
右
～
哭
・
三・三

田子
就
任
年
月
退
任
年
月

二元・
五・
一～
四
・
四・三〇

結
婚
相
談
員
(昭
和
五
十
四
年
十
二
月三
十
一
日
現
在)

林 林

与
市
同
右
～
四・
四・三〇

第
七
編
厚

野
田

利
同
右

右～
現
・



部
乙
町
会
館
等
建
設
補
助
規
則
を
公
布
し
て
部
落
会
館
建
設
に
対
処
す
る
こ
と

に
な
り
、
建
物
建
設
費
の
一
〇
分
の
五
以
内
で
限
度
額三
〇
万
円
を
越
え
な
い

範
囲
の
助
成
と
定
め
た
。

合
併
後
は
要
綱
を
も
っ
て
対
処
し
て
お
り、
現
在
は
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た

り
一
定
の
単
価
を
定
め、

一五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
の
建
築
に
対
し
約
三
分

の
一
から
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
約
二
分
の
一弱
の
範
囲
に
お
け
る
段
階
的
助

成
に
よ
り、
二
八〇
万
円
ま
で
程
度
の
補
助
額
範
囲
と
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
広
範
囲
に
わ
た
る
地
区
に
対
す
る
大
型
福
祉
会
館
に
つ
い
て
は
、
市

が
建
設
設
置
を
行
っ
て
き
た。

西
地
区
総
合
福
祉
会
館

西
町
地
域
の
急
速
な
発
展
に
伴
い
集
会
所
の
不
足

も
あ
る
が
、
地
域
内
に
寺
院
も
な
く、
体
育
ス
ポ
ー
ツ、
集
会
に
不
便
が
多
い

と
こ
ろ
か
ら
市
に
対
し
福
祉
教
育
的
施
設
の
強
い
要
望
が
住
民
か
ら
寄
せ
ら
れ

て
い
た。
こ
れ
に
対
し
地
域
内
の
学
校
法
人
今
野
学
園
(理
事長
今野
正
義)
滝
川
商
業
高

等
学
校
で
は
第二
体
育
館
が
不
要
と
な
り
解
体
計
画
に
あ
る
が、
市
が
代
替
地

を
提
供
す
る
場
合
は
建
物
を
市
に
寄
付
す
る
と
の
話
し
合
い
が
市
長
と
学
園
間

に
ま
と
ま
り
、
市
議
会
承
認
の
う
え
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
二
十
三
日
市
に
寄

付
さ
れ
た
。

こ
れ
に
よ
り
市
で
は
内
部
改
修
を
同
年
八
月
一
日
か
ら
一
〇
日
間
を
も
っ
て

行
い、
昭
和
四
十
七
年
九
月
一
日
開
館
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

位
置

敷
地
面
積

西
町
六
丁
目
一
番
八
号

三、
五
四九
・〇
八
平方
メ
ー
ト
ル

一
、
〇
四
二
・
〇
六
平
方
メー
ト
ル
代
替
地
購入
費
三、
三〇
〇
万
円

五
〇
四
九
四
八

年
度
一 件

一、三七七
一、六〇八
一、三六九 数

七七 三 110 一四 棟 総

面七、四一九・0
一、七四六・二
一、四九〇・六
七〇八・九

三、四七三・三 積

B
N
.

数

五一 三 110 棟
面

住
民
負
担

五
三
五二
五
一

年
度

四 110 三 棟

件

三、二
三

一、九四三
一、七〇一 数 数

1
一、
四九〇・六
七〇八・九

三、四七三・三 人

三
、〇一五 数 数

1
一八、一天
三
、
一九三

九三、四六〇

市
補
助
金

同
右

全
額
市
費

備
考

注
昭
和
五
十
四
年三
月
末
日
現
在
調
査
資
料
に
よ
る
。

総
合
福
祉
セ
ン
ター

市
民
の
福
祉
活
動
の
拠
点
と
な
る
総
合
福
祉
セン

タ
ー
は
、
さき
の
昭
和
五
十
年
五
月
二
十
日
完
成
の
広
域
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー

に
接
続
し
て
建
設
さ
れ
る
こと
に
な
り、
旧
中
央
保
育
所
・
公
益
質
屋
跡
に
建

て
ら
れ
た
。
敷
地
は
新
し
く
約
九
千
四
百
万
円
を
投
じ
一、
四
八
七
・
六
平
方

メー
ト
ル
を
購
入
し
て
三
、
九
二
六
・
八
平
方
メ
ー
ト
ルと
し
、
建
物
前
庭
広

場
に
は
六
〇
台
の
駐
車
場
を
配
置
し
た
。

昭
和
五
十
年
七
月三
十
日
着
工
、
翌
五
十
一年
十
月
三
十
日
完
成
し
て、
翌

十
一
月
一
日
落
成
式
を
挙
行
し
て
同
日
に
開
館
と
な
った。

置
明
神
町
一
丁
目
五
番
二
九
号

物
構
造
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
二
階
建

面
積
延
一、
三〇
一
・八二

七
平
方
メ
ー
ト
ル

建 位

利
用
状
況

人
一

一八、空五

二三、三七六 数

七九六、六一四
八一六、〇二〇
七
六、三三

使
用
料三、二三六・八
一、七四六・三
一、
四九〇・六

12積m

建
築
財
源
状
況

面
積

金
額千円

市
費
負
担

一、二六〇、三二〇
一、二九二、八八九
一、二五一、四六〇
使
用
料

区

計

地
区
福
祉
会
館

団
地
集
会
所

地
域
福
祉
会
館

町
内
部
落
会
館 分

地
区
福
祉
会
館
・
団
地
・
部
落
会
館
等
の
概
要

五、六七二・八

三
、五
八

三四、〇九五

811

第
二
章
社
会
福
祉

建
物
面
積

改
修
工
事
費
一五
二
万
五
、
〇
〇
〇
円



第
七
編
厚

生

西地区総合福祉会館

一
階
六
二
一
・〇
八
六
平
方
メ

ー
トル、

二
階
六
四
五
・三
二

七
平
方
メー
ト
ル、
塔
屋
三

五
・
四一
四平
方
メー
ト
ル

室
の
配
置

一
階
事
務
室

一一六
・
六三
平
方
メー
ト
ル

機
能
訓
練
室

一
一六
・
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル

休
養
室

九
六
・
七
六
平
方
メ
ー
ト
ル

健
康
指
導
室

一〇
〇
・
六
四
平
方
メ
ー
ト
ル

二
階
集
会
室

一
一六
・
六
四
平
方
メ
ー
ト
ル

総合福祉センター

江部乙東陽地区福祉会館

五
二

人 件 人 件

10、六七五

1四0

三、七八六 四六

四、九六〇 九七

二、四一五 三

研
修
室

五、一六六

一三七 英

一、八六

会
議
室

三、〇七二

三
六

一、二三九 九一

小
会
議
室

三、四三七 10五 六三
九

三四

指
導
室

健
康

三、九四八 四

二三九

訓
練
室

機
能
回
復

三
、二四八

八五七

一〇、四四一

計

三芸五

総
合
福
祉
セン
タ
ー
利
用
状
況

滝
川
市
及
び
公
共
団
体
の
会
議、
研
修
等

会
議
室
六
六
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

小
会
議
室
五
八
・三
二
平
方
メ
ー
ト
ル

器
材
庫
三三
・
四
八
平
方
メ
ー
ト
ル

建
設
費
用
一
億
五
、
〇
〇
〇
万
円

な
お
広
域
生
活
総
合
セン
ター
を
含
め
た
延
総
面
積
は
二、
一七
六
・
六
八

平
方
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

本
施
設
に
は
福
祉
関
係
団
体
の
事
務
所
と
し
て
社
会
福
祉
法
人
滝
川
市
社
会

福
祉
協
議
会、
滝
川
市
民
生
委
員
協
議
会
、
北
海
道
共
同
募
金
会
滝
川
市
支
会

司
法
保
護
司
会
滝
川
地
区
会
及
び
分
区
、
滝
川
市
遺
族
会
、
滝
川
市
母
子
会
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体、
老
人
団
体
が
入
り
、
総
合
福
祉
セン
ター
の
活
動
と
し

て
は
次
の
と
お
り
幅
広
い
も
の
で
あ
る
。

福
祉及び

生
活に
関
す
る
相
談

保
健
及び
予
防
に
関
する
指導
・
検
診

障
害
者
及
び
老
人
な
ど
の
機
能
回
復
訓
練

社
会
教
育、
社
会
福
祉
及
び
ボ
ラン
テ
ィ
ア
の
研
修、
講
習

住
民
福
祉
を
推
進
す
る
団
体
の
コミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動

福
祉
団
体
の
集
会、
会
議、
催
し
も
の

婦
人
及
び
青
少
年
幼
児
の
福
祉
活
動
と
行
事

五
一

年
度
区
分
集
会
室

812

二
一三
・
四
一
平
方
メー
ト
ル

遊
戯
室
兼
研
修
室



五
四

五
三

人 件 人 件
三七、一九八

一七、二三〇

一九〇

10、三三 二八七

七、三
五 一六五

九、三三三
三元
一

七、四二五

111110

一 1

三、九八七
二五九

三、四九四

三

六七

三、九一五
三、八四一
一三五

五三、八八五
一、三天

四三、八二三
一、〇四五

増

四
〇
、
一〇

五
九、
五
〇

五
九、
五
〇

七
七、
六
八

七
一
、
九〇

六
八、
一八

一八
九、
一〇

七
七
、
七
六

一九
九、
七
九

六、
四
〇
〇

一二
、
八
〇
〇

二
、
八
四
二

六
、
四
三
〇

六
、
四
三
〇

六
、
八
一
〇

二
九、
二
八〇

二、
〇
二
五

三、
一〇
〇

四
、
二〇
〇

四
、
四
八
八

一、
三三
〇

市
支
出
金
額

九
〇
〇

七
六
九

公
営
住
宅
集
会
室

11 11 11

11

自
治
振興
係

団
地
内
集
会
所

〃11 11 11 11 "

!

11

"

11

!

" 11 11

民
生
部
生
活
環
境
課

考

東
滝
川
地
区
福
祉
セ
ン
タ
ー

東
地
区
福
祉
ホ
ー
ム

南
地
区
福
祉
ホ
ー
ム

中
央
地
区
福
祉
会
館

朝
日
町
地
区
福
祉
会
館

北
滝
の
川
地
区
福
祉
会
館

江
部
乙
東
陽
地区
福
祉
会
館

江
部
乙
南
地
区
福
祉
会
館

江
部
乙
北
地
区
福
祉
会
館

本
町
地
区
福
祉
会
館

旭
沢

集
会

所

東
団

地
集

会
室
|

江
陵
団
地
集
会
室

一
の
坂
団
地
集
会
所

銀
川
団
地
集
会
所

日
町

集
会

所
日 黄
金
町
集
会
所

黄
金
町
東
四丁
目
六
～
三
〇

緑
町
団
地
集
会
所

緑
町
六丁
目
五
～三
一

朝
日

町
東
会

館
江
部
乙
中
央
福
祉
会
館

江
部
乙
町
東
一
一丁
目
一
一～
四
八

朝
日
町
東
二
丁
目
二
～
四

北
滝
の
川
九
七
一
の
一

江
部
乙
町
一
八三
一
の一

江
部
乙
町
四
五
六
の
二

江
部乙
町
一
二
五三
の
四

本
町
三
丁
目
四
～
一三

江
部乙
町
四
〇
二
九

西
町
六
丁
目
一～
八

所
在

四
五
・
一〇

三
七
・
一〇

四
二
・
一
一

四
一
・
一二

四
六・
一

四
〇
・
六

四
四
・
五
(増)

三
七・
三

五二
・
一
一・
一三

五
三
・
七・
三
一

五
三
・
一二・

一〇
四
〇
・

三
・
三〇

五
〇
・
一二
・
二
五

五
一・

三
・
二〇

五〇
・
一二・

二
五

五
〇
・
一
二
・
二
七

五〇
・
三
・三
一

四
九
・
五
・
一〇

四
九
・
一〇
・
三
一

四
七
・
一一
・三〇

四
九
・
一〇
・三
一

四
八
・
一〇
・
三
一

昭
和四
七・

六
・二
〇

建
設
年
月

日
面

一
四
二
、
三
二

一、
〇
四二
、
〇
六

m2
五〇
、
三
〇 積

千
円

備

所
管

(社
会
教
育
課
併
用
)

注
五
十
一
年
度
は
十
一
月
から
三
月
ま
で
で
あ
る
。
総
計
に
は
広
域
生
活
総
合
セ
ン
タ
ー

の
使
用
状
況
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

会

西
地
区
総
合
福
祉
会
館

館
名

東
町
六
丁
目
六
～
二
七

幸
町
四
丁
目
三
～
二
七

有
明
町
三
丁
目
三
～
一
三

一
の
坂
町
東二
丁
目
七
～
六

朝
日
町
西三
丁
目
八
～
三
五

東
町
五
丁
目
八
～
一
一

栄
町
一
丁
目
九
～
三
二

大
町
四
丁
目三
～
一三

朝
日
町
西二
丁
目
二
～
一

一二
七
、
二
四

一二
七
、
二
四

二
九
五、
五
八

三
六〇
、
二
一

三
七
〇
、
九
八

一
二
五、
二
三

一三
八
、
八
四

一三
八、
八
一

一三
八、
一七

一、
四二
五

二、三三八

一六五

地
域
福
祉
会
館

二七一

会

東 江 一 銀 朝 黄

第
二
章
社
会
福
祉
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六
九
九

七
〇
〇

七、
〇
〇
〇

一
、
九
〇
〇

建
築
住
宅
課
管
理

自
治
振
興
係
管
理

東
滝
川
町三
丁
目
一～
二
六



第
七
編
厚

生北
滝の
川

二
の
坂
町

北
滝
の
川

北
滝
の
川

東
町
東
町

新
町
三
丁
目
一
二
～
一
二

西
町
五
丁
目
六
～
四〇

扇
町三
丁
目
一～
二
八

幸
町
一
丁
目
四
～
一八

南
滝
の
川

北
滝
の
川
一
一二〇

の
一
四
二

北
滝
の
川
九
二
七

北
滝
の
川
九
七
五
の
五
七

北
滝
の
川
九
三
三

幸
町
二
丁
目
一
六
～
一
一

三
二
・
七
・
一〇

二
九
・
九 八

四
一、
二
五

四
六
、
四
四

1

七
一
、
七
八

一
一〇
、
一六

九
七、
二
〇

二
六、
四〇

七
四、
三
九
八

五
一
、
〇
三

八二
、
五〇

六
六、
○
C

六
四、
八
〇

五
八、
三
〇

六
三
、
一
八

一〇
三
、
六
八

五
八、
三
二

一
四
五、
八〇

七
七、
七
六

五
四、
二
七

五
一、
八
四

六
四、
五
四

一三
八、
四
八

四
八、
五〇

五
三
、
四
六

七
〇
・
二〇

五
九、
四
〇

六〇
、
〇
〇

五〇
、
三〇

四
一、
八〇

一、
五
〇
〇

一、
二
六〇

二
八
三

一、
二〇
〇

一、
二〇
〇

六
四
三

四
〇
五

一、
二〇
〇

一、
二〇
〇

一、
二〇
〇

六
五
三

〃 11 11 1 〃 〃1 11 11 11 11 11 11 〃〃〃〃〃

き
建
設
し
た
会
館

11 11 11〃 11

公
営
住
宅
集
会
室

建
築
住
宅
課
管
理

西
一
一
丁
目

〃〃

(増
改
築
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
)

女〃 〃 〃11 11 11 11 〃11 11

九
丁
目

一
八
丁
目

西
五

丁
目

会
館

東
八
丁
目
滝
の
川
会
館

七
連
福
祉
セ
ン
タ
ー

十
一
丁
目
町
内
福
祉
会
館

十
二
の
五
部
落
会
館

西
九
丁
目
町
内
会

西
四

館
会

北
滝
の川

江
部
乙
町
西
一三
丁
目
一～
二
二

江
部
乙
町
西
一
〇丁
目
一三
～
三
九

江
部乙
一八二

八
江
部
乙
一〇
五
〇

北
滝
の
川
二
七
六

北
滝
の
川
一
四
二
六

和

会 会

館 館 館
西
町
西
和

会
館

開
西 西

平

・町

東
三
丁
目
部
落
会
館

下
会

館 場
東
町
共
同
炊
事
場
|

金
町 町

会
新
町
地
区
福
祉
ホ
ー
ム

第
五

連
合

会
館

東
六
の
二
部
落
会
館

北
滝
の
川

第
一
連
合
会
館

西
六

丁
目
会
館

四
会

東 東
滝
川
第
三
区
会
館
東
滝川

十
一
の
五
部
落
会
館

三
の
二
部
落
会
館

江
部
乙
東
一
九
丁
目

江
部
乙
東
一
一丁
目

五〇
・
一二
・
一三

五
二
・
九
・
二
七

五
一・

六・
三〇

五
二
・
一一
・三
〇

五三
・
一
〇
・
三
一

五
三
・
一〇
・
一〇

四八
・

四
七
・
七
・
一五

五〇
・
七・
一〇

五
〇
・
九
・
一七

四
七
・
八

五
一・

九 八
・
二〇

八 六

一、
二〇
〇

八
〇
〇

八
〇
〇

八〇
〇

四
二
〇

七
七
五

二、
四
〇
〇

八
〇
〇一

11 11 11 11 11

(通
称
東
町
会
館
)

市
の
助
成
な
し
で
建
設
し
た
会
館

地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
建
設
補
助
に
も
と
づ

814

西
七

丁
目
会
館

通
り
四
丁
目
会

館 館

通 西 東 坂 東 黄 新 第

西
三
丁
目
会

四
七
・ •

四
一
・
九

五
三
・
一
一
・
一五

五三
・
一
一・
一
〇

五
四・

一・
三
一

五
四
・
九
・
一五

四
七
・
九
・
二三

四
五・

五・
三

四
七
・
五
・三
〇

五
一
・
一〇

四
六
・
一
〇

四
八
・
一〇

四
五
・
一〇

四
一
・
八

四
八・
四
七・

二
東
二
丁
目
部
落
会
館

開
西
団
地
集
会
室

西
六
丁
目
団
地
集
会
室

見
晴
団
地
集
会
室

西
五
丁
目
団
地
集
会
室

滝
の
川
団
地
集
会
室

会
館

黄
金
町

館
北
滝
の
川
二
〇
〇
九

北
滝
の
川
三
八
五
の
三

江
部
乙
七
二
三
の
六

江
部
乙
町

一

六
一
八
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章
社
会
福
祉

建 敷
地
面
積
二、
五
三
九
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

物
ブ
ロ
ッ
ク
平
屋
建
面
積
四
六三
・
七
三
平
方
メ
ー
ト
ル

1
滝
川
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
(位
置・
西
町
三
丁
目二
番三
七
号)

2
老
人
福
祉
施
設

会

館

十
三
の
二
部
落
会
館

中 九 十 五 九 池 母 十

会 会

十
の

十
一

の

の

一

六
の
四
部
落
会

六
の
一
部
落
会

館
九
の
五
部
落
会
館

十
三
の
一
部
落
会
館

江
部
乙
町

江
部
乙
町

江
部
乙
町

江
部
乙
町

東
滝
川

東
滝川

北
滝
の
川

中
島
町

江
部
乙
町

江
部
乙
町
四
〇
二
九

江
部
乙
町
六
六
九
の
七

四
二
・
九
・

三
九
・
八
・

二
五
・
一
一
・二〇

四
八
・
一
一・
一
五

五
一、
九
七

六
三
、
八
五

七
九、
二
〇

一九
八、
二
六

五
一、
九
七

一〇
九、
七
二

三
九、
六〇

七
二
、
六〇

九
九、
〇
〇

五
九、
四
〇

七
五
、
九〇

四
九、
五
〇

五
九、
四
八

四
六
、
二〇

四
九
、
五
〇

三
九、
六〇

四
六、
二
〇

七
九
、
二〇

六
四、
八
〇

二
六
、
四
〇

四
二
、
九
〇

三
二
、
九
〇

四
九、
五〇

五
七、
七
五

四
一
、
三
二

相
談
室

図
書
・
娯
楽
室

二
四
・
八
四
平
方
メー
ト
ル

六
〇
・
八
七
平
方
メー
ト
ル

(旧
旭沢
小
住
宅)

(四
九
年
修
理)

一三
丁
目

東
一
五
丁
目

東
一
八
丁
目

西
一八
丁
目

西
一
八
丁
目

西
一
七
丁
目

西
一六
丁
目

西
一
六
丁
目

西
一
五
丁
目

西
一
五
丁
目

東
一
四
丁
目

東
一
三
丁
目

〃

東
一
三
丁
目

東
一〇
丁
目

東
一
一
丁
目

東
一〇
丁
目

西
九
丁
目

〃11 11 11 1 1 1 1 1 1111 11 "1 11 "1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

東
一
二
丁
目

浴
室

主
な
施
設
室
名
規
模

二〇
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

機
能
回
復
訓
練
室
三〇
・
六三
平
方
メ
ー
ト
ル

大
ホー
ル
(ス
テー
ジ
を
含
み)
一六
五
・
六二
平
方
メ
ー
ト
ル

島
の

三
会 会

の
二

会
江
部
乙
町

五
の
一
部
落
会
館

の の

前

会
西
滝
川
八
五

泉
町
二
丁
目
八
～
三
七

三
九
・
七・

四
二
・
一
二
・

四
四
・
九・

五
〇
・

八
・

三
八・

一

二
九
・
八
・

二
九・

九
・

四
四
・

七
・

一二
・

三
五
・
四

三
二・

六
・
二
〇

一
七
・

三
九
・
九

四
二
・

四
四
・

三
〇
・
九

一

館
江
部
乙
町

江
部
乙
町

江
部
乙
町

江
部
乙
町

江
部
乙
町

江
部乙
町一
八三
〇
の三
九

母
子
福
祉
ホ
ー

ム

十
一
の
六
部
落
会
館
江
部
乙
町

十
二
の
四
部
落
会
館

十
二
の
三
部
落
会
館

十
二
の
二
部
落
会
館

江
部
乙
町
採
種
組
合
種
子
会
館

十
二
の
一
部
落
会
館 館
江
部乙
町

江
部
乙
町

江
部
乙
町

江
部
乙
町

三
の
四
部
落
会
館

三
の
一
部
落
会

二
の
三
部
落

会

館 館 館 館 館

一
西
八

丁
目

会
館

東
滝
川
第
二
区
部
落
会
館

東
滝
川
第
五
区
部
落
会
館

三
四
・
一一
・
三
〇

着
工
昭
和
四
〇
年
六
月
二
二
日
竣
工
昭
和
四〇
年
九
月三
〇
日
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五
三
五
二
四
九
四
七
四五 四三 四
一

年
度

三
三
三七〇

四七二
三八八
三五〇
三五九

件
数

人

七、二三一
七、六七六

一〇、五六七
一四、六四七
一三、四〇三
二、四0

件
数

人

一、七八三
二、
四七

三、二芸 七三八
一、〇五
二、九七七

員九五

件
数

人

教
養

会

一、四五七
二、〇四四
一、三七五
六五四
一、三二四
一、一六六
一、二六七
員 合

一七〇 八九 九〇
二四二
一八〇 九一
二一五

件数
人

二、〇八四
六八 五五一
二、八九八
四、二六二
一、五九七
一、四五二

員
件
数

111

1110
一五七 八六 七四 ����

三四

人

三
八
九一八
三、七一〇
二、四六一
四、三一四
二、六七〇
四五三

員
件
数

そ
こ

1 1

一、六五四
一、八六八
二、一四五

人人
員 員

の
他

六 四九 票呈10五 五五 四八

件
数

人
目
的
外
使
用一、四一九
一、九四九

三、八三六
三、一五一
三、二三四
五、三

三

員

滝
川
市
に
お
い
ても
設
置
計
画
を
も
ち
昭
和
四
十
八
年
度
に
滝
川
市
福
祉
施

設
等
建
設
審
議
会
に
老
人
ホー
ム
の
設
置
を
諮
問
し
た。
同
審
議
会
で
は
専
門

部
会
を
設
け
て
他
市
町
の
施
設
を
視
察
調
査
の
う
え、
老
人
が
健
康
で
明
る
く

生
き
が
い
の
あ
る
老
後
を
過
ご
せ
る
た
め、
老
人
ホ
ー
ム
を
中
心
に
公
園
的
施

設
を
併
置
し
た
老
人
福
祉
村
の
建
設
に
つ
い
て
答
申
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
市
で
は
検
討
を
重
ね
老
人
福
祉
村
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
設
計

し
た。
昭
和
四
十
九
年
度
から
七
年、
八
年
を
見
込
ん
だ
建
設
計
画
の
も
と
に

位
置
を
江
部
乙
町
東
十
三
丁
目
の
小
高
く
石
狩
平
野
を
一望
で
き
る
リ
ン
ゴ
園

内
に
決
定
し、
ま
ず
昭
和
四
十
九
年
年
八
月二
十
七
日
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
建

設
か
ら
着
手
し
た
。
同
施
設
は
翌
五
十
年
五
月
一
日
開
園
さ
れ
て、
滝
川
市
立

養
護
老
人
ホ
ー
ム
緑
寿
園
と
命
名
さ
れ
た
。
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生

築
ブ
ロ
ッ
ク
平
家
建
面
積
三
〇
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

玄
関
・
ロ
ビ
ー
等
の
一
部
増
築
し
て
総
建
物
面
積
四
九
四
・
四
四
平
方
メ
ー

ト
ルと
な
る
。

増
築
年
昭
和
五十二

年
度

員 数
老
人
ク
ラ
ブ
集
会

九六 一四0 九六 三四 一六 一五

二五

2
緑
寿
園

(位
置
江
部乙
町
一、
四二
八
番
地
の二
)

昭
和
四
十
一
年
七
月
一
日
厚
生
省
令
第
一
九
号
で
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
特

別
養
護
老
人
ホー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
が
定
め
ら
れ
た。

身
寄
り
が
な
か
っ
た
り
、
居
宅
保
護
困
難
な
老
人
又
は
心
身
に
著
し
い
欠
陥

の
あ
る
老
人
で
常
時
介
護
を
要
す
る
者
な
ど
を
収
容
す
る
こ
れ
ら
の
施
設
が
各

地
に
設
置
さ
れ
て
き
た
。

滝
川
市
に
は
こ
の
種
施
設
が
な
か
っ
た
の
で
道
内
の
老
人
ホー
ム
に
収
容
委

託
を
し
て
い
たも
の
で、
近
隣
市
町
に
は
昭
和
四
十
五
年
一
月
か
ら
歌
志
内
市

の
公
設
中
空
知
養
護
老
人
ホー
ム、
同
二
月
から
芦
別
市
の
慈
恵
園
に
一
名
ず

つ
の
収
容
委
託
が
早
い
方
で
あ
り、
昭
和
四
十
七
年
八
月
に
新
十
津
川
町
で
特

別
養
護
老
人
ホー
ム
の
建
設
着
手
が
な
さ
れ
た。

保
健
衛

生

た
。

工
費
二二
〇
万
円

設
置
目
的
老
人
が
す
べ
て
の
人
か々
ら
敬
愛
さ
れ、
心
身
の
健
康
を
保
持
す
る
た
め、
老

人
に
対
し
て
各
種
の
相
談
に
応
ず
る
と
と
も
に
教
養
の
向
上
及
び
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョン
の
た
め
の
便
宜
な
ど
、
総
合
的
に
供
与
す
る
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ

老
人
福
祉
セン
タ
ー
利
用
状
況

工
費
一、
〇
三
五
万
円

増

総

三 元空二九

娯
楽

演
芸

五

岑発

九〇 芸一五
九四 五三



続
い
て
同
年
七
月
三
十
一
日
特
別
養
護
老
人
ホー
ム
に
着
手
し、
翌
年
五
月

一
日
開
園、
昭
和
五
十
二
年
七
月
二
十
四
日
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
建
設
着
工
、

五
十
三
年
四
月
一
日
開
設
と
三施
設
を
併
設
し
た
。

昭
和
五
十
三
年
度
か
ら
は
六
カ
年
計
画
で
老
人
ホ
ー
ム
に
隣
接
し
た
七
・
六

ヘ
ク
タ
ー
ル
を
江
部乙
公
園
と
し
て
造
成
す
る
こ
と
に
な
り、
総
事
業
費
約三

億
円
を
投
じ
て、
運
動
広
場、
修
景
広
場、
遊
戯
広
場、
観
賞
果
樹
園、
観
賞

池、
花
園
な
ど
の
整
備
に
入
っ
た
の
で、
老
人
ホー
ム緑
寿
園
と
江
部
乙
公
園

を
含
め
た
老
人
福
祉
村
の
建
設
は
着
と々
目
下
進
行
中
で
あ
る
。

緑
寿
園
の
運
営
に
は
市
の
受
託
経
営
の
た
め、
社
会
福
祉
法
人
滝
川
市
社
会

福
祉
事
業
団
を
組
織
す
る
こと
に
な
り
、
昭
和
五
十
一
年
十
月
十
九
日
付
厚
生

大
臣
の
認
可
が
下
り、
同
月二
十
八
日
発
起
人
会
で
役
員
や
各
種
規
則
が
定
め

ら
れ
て、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
一
日
正
式
に
発
足
し
た。

役
員
構
成
は
理
事
一二
名、

う
ち
理
事
長
(市長)

一名、
副
理
事
長
(市
助

役)
一名
及
び
常
務
理
事
(福
祉事
務
所
所長
)
一名
と
し
、
ま
た
監
事
二
名
の
計

一
四
名
で
あ
る
。

な
お、
入
園
費
用
に
つ
い
て
は
老
人
福
祉
法
に
基
づ
い
て
徴
収
さ
れ
て
い

る
。

施
設の
概要

1
養
護
老人
ホー
ム

設
置
目
的
身
体
又
は
環
境
上
の
理
由
及
び
経
済
的
理
由
に
よ
り
居
宅
養
護
の
困
難

な
者
を
収
容
し
養
護
す
る
。

設
置
年
月
日
昭
和
五
〇
年
五
月
一
日

建
物
構
造
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
管
理
棟
平
屋
建

居
室
棟
ブ
ロ
ッ
ク二
階
建

00

建
設
費
等
着
工
昭
和
四
九
年
八
月二
七
日

建
設
費
一
億
一、
三〇
〇
万
円、
設
備
費
七、
七
八
五
万
円

竣
工
昭
和
五〇
年三
月
二
五

2
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

設
置
目
的
身
体
又
は
精
神
に
著
し
い
欠
陥
が
あ
り
、
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る

が、家
庭
で
は
こ
れ
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
者
を
収
容
し
養
護
す
る
。

設
置
年
月
日
昭
和
五
一
年
五
月
一
日

同
物
構
造
鉄
筋
コ
ン
ク
リー
ト
造
平
屋
建
(管
理
棟
)

ブ
ロ
ッ
ク
造
平
屋
建
(生
活
棟)

面
積
二
、
三〇
三
・
六
六平
方
メー
ト
ル

管
理
棟
七
六
六
・
一六
平
方
メ
ー
ト
ル

居
室棟

訓
練
棟
一
九
二
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

一
億
三
、
二三
七
万
円

竣
工
五
一年
三
月
一
〇
日

(完
成
面
積
二、
一
一
一
・六
六
平
方
メー
ト
ル
)

増
築
着
工
昭
和
五
一
年
七
月
一
七
日

竣
工
五
一
年
一〇
月
三
〇
日

(完
成
面
積

一九
二
平
方
メ
ー
ト
ル)

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
(A
型
)

設
置
年
月
日
昭
和
五
三
年
四
月
一
日

低額
な料
金で
収
容し、

給
食
その
他日
常生
活
上
の
便
宜
を
供
与す

る
。

建
面
積
一、
四
八〇
・
〇二
平
方
メー
ト
ル

建
設
費

一億
五、
四
九
六
万
円
設
備
費
二、
二三
八
万
円

着
工
昭
和
五
二
年
七
月
二
四
日
竣
工
五
三
年
三
月
二
〇
日

面
積
一、
三
六
七
・
五
四
平
方
メー
ト
ル
(管
理
棟七
三
八・
九
八

収
容
定
員
五〇
人
(居
室
二
人
用
六
室、
一人
用三
八室
他
一
一室
)

第
二
章
社
会
福
祉

817

平
方
メー
ト
ル
居
室六
二
八・
五
六平
方
メ
ー
ト
ル)

収
容
定
員
五〇
名
(居
室
二
人
用
二
四
室、
一人
用
二
室
)

日

建収
容
定
員
等

設
備
費

一
〇
〇
名
(居
室
四
人
室
二
五、
寮
母
室三
、
他
一〇
)

着
工
昭
和
五〇
年
七
月
三
一
日

設
置
目
的

構
造
鉄
筋
コン
ク
リ
ー
ト
造
二
階
建

物

一、
三
四
五
・
五〇
平
方
メ
ー
ト
ル

建
設
費
等
建設
費
建
物
二
億三
八
七万
円
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A棟

老人福祉センター

職
員
数養
護
老
人
ホー
ム
計
一
四
名
(う
ち
兼
務二
名
)

1
園
長
(兼)

一名、
事
務
職
員
二
名、
指
導
員
一名、

寮
母
五
名、

医
師(兼)一

名
、
看
護
婦
一
名、
調
理
員
二
名、
用
務
員
一名

2
特
別
養
護
老
人
ホー
ム
計
三
八
名
(う
ち
兼
務二
名)

園
長
一
名、
事
務
職
員
二
名、
指
導
員
一
名
、
寮
母二
四
名、
医
師

(兼
)二
名、
看
護
婦三
名、
栄
養
士
一
名、
調
理
員
三
名、
用
務
員

一
名

3
軽
費
老
人
ホー
ム
計
一
三
名
(う
ち
兼
務二
名)

園
長
(兼)

一名、
事
務
職
員
二
名、
指
導
員
(兼)一

名、
寮
母
四

名
、
看
護
婦
一
名、
調
理
員
二
名、
用
務
員
一
名、
管
理
人
一
名

歴
代
園
長

初
代
小
川
滝
雄
五
年

二代
皆
上

四
代
高
木
正
義 浩
至
・三
年

五四年
現
在

3
公
益
質
屋

終
戦
後
の
経
済
変
動
に
伴
っ
て
生
活
は
非
常
に
圧
迫
を
受
け

る
よ
う
に
な
り、
少
額
所
得
の
人
々
へ
の
金
融
緩
和
に
つ
い
て

緊
急
を
要
す
る
問
題
で
あ
っ
た
。

.
滝
川
町
で
は
庶
民
の
金
融
機
関
と
し
て
公
益
質
屋
を
設
置
す

る
こ
と
に
し
て
条
例
・
特
別
会
計
予
算
・
運
転
資
金
一〇
〇
万

円
の
起
債
な
ど
の
町
議
会
議
決
を
得
て、
昭
和
二
十
八
年
十
一

月
二
十
六
日
条
例
第
四
〇
号
を
も
っ
て
「滝
川
町
公
益
質
屋
条

例
」
及
び
「同
条
例
施
行
規
則
」
を
公
布
し
た
。

市
内
明
神
町
の
中
村
質
屋
中
村
辰
吉
の
協
力
を
得
て
公
益
質

屋
と
し
て
、
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
五
日
か
ら
開
設
営
業
す
る

818
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浴
室
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室
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室
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II
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廊 下 出
版 事務室兼

サ
ン
ル
ー
ム

人
居
2

メ
白

居至 = =
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男厨
ス
テ
ー
ジ

便所台車
洗濯乾燥室

居室

=

11 "
1人

寮
�
室

廊
下

= =

11

=

三
代
秋
山
義
雄
吾
年

老人ホーム緑寿園

室
人

=



こ
と
に
な
っ
た
。

貸
出
条
件と
し
て
当
初
は
一口
(一
品)
一、
〇
〇
〇
円、
一世
帯
五、
〇
〇

〇
円
を
限
度
と
し
て
評
価
価
額
の
一〇
分
の
八
以
内
と
し
た
。
ま
た
生
業
資
金

の
場
合
は
一
口二
、〇
〇
〇
円
、一
世
帯
一
万
円
を
限
度
にし
、
利
息
は
月
三
パ

ー
セン
ト
で
一
五
日
以
内
の
受
け
出
し
に
は
半
月
分
の
一
・五
パ
ー
セ
ン
ト
で

よ
いこ
とも
あ
っ
て、
開
設
以
来
一
般
市
民
の
利
用
は
多
く、
翌
二
十
九
年
に

運
転
資
金
一
〇
〇
万
円
を
起
債
増
額
と
し
た
。

当
時
の
民
営
質
屋
は
利
息
月
九
パ
ー
セン
ト
で
あ
っ
た
の
で、
民
営
か
ら
の

苦
情
も
寄
せ
ら
れ
る
一
幕
も
あ
っ
た
が
、
公
益
と
し
て
限
度
額
が
あ
り、
堅
実

な
運
営
が
行
わ
れ
た
。

昭
和
三
十
年
六
月
、
明
神
町
四
六
(現
在
の
広
域
生
活
総
合
セン
タ
ー
位
置)
の
職

員
住
宅
に
六
坪
(一九

・八平
方
メート

ル)
の
事
務
所
と
レ
ン
ガ
倉
庫
一
五
坪

(四
九
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル)
を
建
設
し
て
移
転
し
た
。

昭
和
三
十
年
末
に
は
在
庫
二
五〇
万
円
と
な
り
、
二
〇
〇
万
円
の
起
債
も
収

益
の
中
か
ら
返
済
す
る
繁
昌
ぶ
り
で
あ
っ
た
が、
昭
和三
十
五
年
こ
ろ
か
ら
は

高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
て、
国
民
生
活
の
向
上
に
伴
い
利
用
者
が
し
だ
い
に

減
少
し
て
き
た
。

昭
和
四
十
年
に
は
経
営
も
赤
字
寸
前
で
あ
り、
生
活
困
窮
に
よ
る
利
用
度
が

低
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
昭
和
四
十
一
年
三
月
を
も
っ
て
営
業
を
廃
止
し、
昭
和

四
十
一
年
度
は
残
務
整
理
を
行
っ
た
(参
考、
第
六
編
第三
章
第
十
一
節
を
参
照
の
こ

二
、

一
三
一

口
数 売
却
内
訳

出
品
数
一三
一
点

五
八
七

二二
〇

一、
九
六
七
一、
八〇
五

二、三
四一

労
働
者

職
業
別
貸
付
状
況

金
額

口
数

金
額
四
、
六
六
一

口
数
三、
一
八
一

金
額
五、
五
一四

三
、
八二
八

衣
類

一六、八三

手
数
料 一
四
一 一六

二
六〇

三
九三

商
工
業
者

三
五、七五九

合
計
金

二
六
六、
九
〇
〇
円

一六 七

四
八

七
四

農
業

二〇 一
五

一
一五
七
一

四
六

三〇

反
物
糸類

三
六、六七〇

売
却
代
金

八
四|
一三
六
一〇
六
三
六

そ
の
他

一四
六

三
七

三
八
八
二
、
二
六
一

一二
八
一、
四
一
八
四、
八
九
六

八、
四
一
五

五
、
六二
三

計

(金
額
単
位
千
円
)

品
残

(単
位
円
)

七
一、
四
一
四

五
五
四

四
、
七三
八

二
〇
五
五、
六二
三

計

.

(金
額)

四
一

(口数)
弁
済

三
五

三
四

年
度

(弁
済)

四
一

三
五

三
四 度

二六六、九〇〇

貸
付元
金

三
、〇三八

利
子 貸
付
金
額

五
八
〇

二
九
七

一、
九
七
四

俸
給
生
活
者

六二
二

二
四
一

六三 九
八

五
三
八
六

身
回
品 品

1 一

公
益
質
屋
貸
付
状
況

819

第
二
章
社
会
福
祉

と
。)。

0

差
引
残
金 一

四
八

無
職 別六二
六
一、
四
一
四

五
五
四

七、
四
八
七

二
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生

公 益質屋

質流れの公売会

4
滝
川
市
民
会
館

昭
和二
十
四
年
六
月
社
会
教
育
法
の
施
行
に
伴
い、
公
民
館
が
各
地
で
建
設

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
滝
川
に
も
建
設
の
要
望
が
文
化
協
会
を
は
じ
め
婦

人
団
体
・
青
年
団
体
な
ど
か
ら
出
さ
れ
て
い
た
。

昭
和
三
十
年
一
月
三
十
一
日
滝
川
文
化
協
会
が
音
頭
を
と
り、
滝
川
町
公
民

館
建
設
期
成
会
を
結
成
す
る
こ
と
に
な
り、
同
年
二
月
七
日
に
結
成
総
会
が
開

か
れ
た。
会
長
に
文
化
協
会
長
五
十
嵐
一
郎
が
当
た
り
運
動
を
始
め
た
。

昭
和
三
十
一
年
九
月二
十
五
日
の
町
議
会
で
審
議
し、
当
時
労
働
会
館
の
処

理
の
こ
と
も
あ
り
滝
川
町
で
は
公
民
館
と
労
働
会
館
の
性
格
を
合
せ
持
っ
た
滝

川
町
民
会
館
と
し
、
町
議
会
で
は
七
名
の
会
館
建
設
特
別
委
員
会
を
組
織
し

旧滝川市民会館 (現滝川児童会館は左側部分)た。
同
年
十
二
月
五
日
の
議
会
で
会
館
の

位
置
に
つ
い
て
「明
神
町
児
童
公
園
接

続
公
有
地
」
と
し
、
規
模
は
木
造
二
階

建
延
四三
〇
坪
程
と
報
告
さ
れ
た
が、

町
民
会
館
を
朝
日
町
に
建
設
し
て
ほ
し

い
と
い
う
請
願
が
あ
り、
位
置
問
題
は

継
続
審
議
と
な
っ
た
。

翌
三
十
二
年三
月
二
十
九
日
の
定
例

議
会
で
位
置
に
つ
い
て
委
員
会
の
報
告

を
否
決
し
た
た
め、
全
委
員
が
辞
職
し

委
員
会
解
散
な
ど
の
紛
糾
を
続
け
た
。
そ
の
後
同
年
五
月
七
日
の
議
会
に
再
提

案
さ
れ
て、
位
置
は
「緑
町
八
番
地
の
七
」
と
決
定
し
、
本
年
度
中
に
大
部
分

を
建
築
し
て
来
年
中
に
は
完
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
決
さ
れ
た
。

昭
和
三
十
二
年
七
月二
十
三
日
一、
一三
七
万
円
で
田
端
建
設
工
業
が
落
札

し
て
工
事
に
入
り
同
年
十
二
月
十
一
日
竣
工、
翌
十
二
日
落
成
式
を
あ
げ、
同

月
十
六
日
か
ら
開
館
し
た
。

大
会
議
室
(ス
テー
ジ
付)
四
百
人
程
度
収
容

小
会
議
室
四
室
二
〇
～
五
〇
人
収
容

中
会
議
室
五
〇
～
八
〇
人
収
容

そ
の
他
と
も
完
成
坪
数
二
八
四
・
七
五
坪

昭
和
三
十
三
年
の
第
二
期
工
事
は
五
四
五
万
円
で
八
月
一
日
竣
工
し
た

が
一
階
は
図
書
室
・
調
理
室
・
小
使
室
等、
二
階
は
和
室
等
で
建
築
面
積
は

延
一二
六
・
五
坪
を
完
成
し
、
会
館
総
延
面
積
は
四
一
一
・二
五
坪
と
な
っ

た

1
0
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昭
和三
十
三
年
七
月
一
日
滝
川
市
制
施
行
に
よ
り
、
滝
川
市
民
会
館
と
な
り

竣
工
式
は
翌三
十
四
年
三
月二
十
七
日
水
道
事
業
竣
工
式
と
兼
ね
て
行
わ
れ

た
。市
民
会
館
が
で
き
て
以
来、
各
種
会
議、
懇
親
会、
行
事
な
ど
に
活
用
さ
れ

特
に
新
生
活
様
式
に
よ
る
結
婚
式
場
と
し
て
市
民
の
需
要
に
応
じ
き
れ
な
い
ほ

ど
で
あ
っ
た。

昭
和
四
十
年
代
に
入
り
市
内
に
立
派
な
施
設
が
で
き
始
める
と
し
だ
い
に
利

用
件
数
も
減
り
は
じ
め
た
。
昭
和
三
十
九
年
度
年
間
使
用
件
数
一、
七
四
九

件、
四
十
年
度
一、
五
九
七
件、
四
十
一
年
度
一、
四
六
八
件、
四
十
三
年
度

一、
二
六
四
件、
四
十
四
年
度
一、
〇
四
六
件
と
な
り、
四
十
六
年
度
は
四
三

九
件、
四
十
七
年
度
に
は三
二
八
件
と
な
っ
て
昭
和
四
十
八
年
度
か
ら
は
閉
館

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
滝
川
郵
便
局
の
庁
舎
新
改
築
で
旧
市
民
会
館
を
仮
郵
便
局
と
し
て

一時
使
わ
れ、
ま
た、
昭
和
四
十
九
年
九
月
か
ら
は
滝
川
市
児
童
会
館
と
し
て

現
在
に
至
る
が、
隣
接
し
て
消
防
本
部
署
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
か
ら
昭
和
五
十

三
年
に
東
部
分
一
・二
階
延
一
七
七
・
八
七
五
坪
(約
五
百八
十
八
平
方
メ
ー
ト
ル)

を
解
体し
て、
旧
大
会
議
室、
中
会
議
室、
事
務
室
等
の二
三
三
・
三
七
五
坪

(約
七
百
七
十
一
・
五平
方
メー
トル)が

現
在
の
児
童
会
館
で
あ
る
。

5
滝
川
市
民
会
館
運
営
審
議
会

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
十
六
日
滝
川
町
(市)民

会
館
条
例
が
公
布
さ
れ、
そ

の
第
三
条
第二
項
に
基
づ
い
て
運
営
審
議
会
が
設
置
さ
れ、
町
(市)長

の
諮
問

に
応
じ
意
見
を
具
申
す
る
の
が
任
務
で
あ
る
。
審
議
会
委
員
は
各
種
団
体
役
職

員
そ
の
他
学
識
経
験
者
の
う
ち
か
ら
町
(市)長

が
委
嘱
し
任
期
は二
年
で
あ
っ

た
。

委
員
氏
名

樋山 内佐 三 宮 豊 杉 川 武 石

口 下 山藤泰好 田 田村 井 田 黒

太秀 由哲澄 セ貞隆 菊 憲
太

治 郎 一 恒 茂 男 郎 子 晴 イ ー

C

3・1.68

C 委委
嘱

○

・
・

34.12.1
36.12.1

年 年

O

月

83・1
・20

4・5
・10

43・5・10

日

中 林 小 千 竹 林 岩 岡 武 米 古

山 川 葉 村 村 本 田 田 館
弘 正 武 直 ミ 麦勝 健

三 亀 幸 幸 一 ツ巌 雄 夫 実 一

委
員
氏
名

委女

○

・
・

・
・

・
36.12.1

33・1・20 嘱

○ ○ ○

4・5・10

43.5
.10

年
月

日

つ

45・5・10
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中 埴 藤 中 吉 南 尾 鎌 更 米
島 渕 井 村 岡 崎 田 沢 山

正 義 忠 武 清 義 亀 三

雄 雄 志 男 栄 夫 勉 博 市 郎

生

○

△
木
原
康
博

小
田
中

キ
ヌ子

西
村

ケ
イ
子

化
摘
誠
吉

次
田

良
敏

辻
奥

隆
敏

部実谷内
釜テ 勇 五 喆
ル栄一夫

副
部
会
長

矢
島
亀
靄

6
福
祉
施
設
等
建
設
審
議
会

昭
和
四
十
八
年
に
市
で
は
福
祉
施
設
等
の
大
き
な
施
設
の
整
備
を
す
る
に
当

た
っ
て、
ど
の
よう
な
計
画
を
も
っ
て
そ
の
実
現
を
は
か
っ
た
ら
よ
い
か
を
、

市
民
の
意
見
を
採
り
入
れ
る
た
め、
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
九
日
福
祉
施
設
等

建
設
審
議
会
委
員
の
委
嘱
を
し
た
(二
五
名)。

本
審
議
会
で
は
会
長
に
阪
本
茂
・
副
会
長
に
早
弓
房
松
を
選
出
し
て、
当
面

課
題
と
す
る
福
祉
施
設
・
農
業
近
代
化
セン
タ
ー
・
養
護
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
の

三
部
会
を
置
き、
各
が々
専
門
的
に
調
査
・
審
議
し
て
市
長
の
諮
問
に
応
じ
て

答
申
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

福
祉
施
設
等
建
設
審
議
会
専
門
部
会
委
員
八
名

副
部
会
長

部
会
長

業
天
孝
一

農
業
近
代
化
セ
ン
タ
ー
部
会
委
員
八
名

部
会
長

北
山
季
武

養
護
老
人
ホー
ム
等
施
設
部
会
委
員
七
名

副
部
会
長

水
谷
五
一

土
井
恒
隆

武
田
勝
夫

統
合
火
葬
場
部
会
委
員
七
名
(他
部
会
の
委
員
が
兼
務)

部
会
長

杉
浦
善
正

副
部
会
長

山
口
光
義

本
審
議
会
で
は
市
の
重
要
な
大
規
模
施
設
の
建
設
に
当
た
る
こ
と
も
あ
っ
て

積
極
的
な
活
動
を
み
せ、
道
内
先
進
地
へ
の
視
察
も
行
い、
建
設
位
置、
施
設

内
容
な
ど
慎
重
な
審
議
を
重
ね、
全
体
会
議
一二
回、
各
部
会
の
計
二
六
回
の

会
議
に
よ
り、
各
の々
施
設
に
つ
い
て
答
申
し
た
。

こ
れ
に
基
づ
き
市
で
は
建
設
計
画
を
策
定
し
、
次
と々
着
工
・
完
成
を
み
て

い
る。
ま
ず
養
護
老
人
ホー
ム
が
昭
和
四
十
九
年
八
月
二
十
七
日
着
工
、
五
十

年
五
月
一
日
開
設、
広
域
生
活
総
合
セン
ター
ガ
四
十
九
年
九
月
十
四
日
着

工、
五
十
年
四
月
十
四
日
開
館、
総
合
福
祉
セン
ター
が
五
十
年
七
月
三
十
日

着
工
、
五
十
一
年
十
一
月
一
日
開
館、
火
葬
場
は
滝
の
川
斉
苑
と
し
て
五
十
年

九
月
二
十
五
日
着
工、
五
十
一
年
五
月
二
十
六
日
完
工
式、
六
月
一日
使
用
開

始、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
は
五
十
年
七
月
三
十
日
着
工
、
五
十
一
年
五
月
一

日
開
設
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
が
五
十
二
年
七
月
二
十
四
日
着
工
、
五
十
三
年
四

月
一
日
開
設
と
大
規
模
施
設
が
次
と々
完
成
し
た
。
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こ
れ
に
よ
り
本
審
議
会
は
昭
和
五
十
三
年
五
月二
十
九
日、
当
初
の
目
的
を

果
た
し
た
と
し
て
解
散
す
る
こと
に
な
っ
た。

福
祉
施
設
等
建
設
審
議
会
委
員

阪
本

茂
早
弓
房
松

清
美

水
谷
五
一

矢
島
亀
靍

森
田
光
雄(退

)
相
田
貞
弘

武
田
勝
夫

中
川
日
出
吉

石
黒
光
成(退

)
徳
田
次
治
郎

手
嶋
二
枝馨
(五〇
・
七・
一六委

嘱)(退)

(以
上
四
八
・
一
一・
九
委
嘱)

山
口
光
義

山
本
草浦

正
己義郎

斉
(五〇

・
五
・
三
一委
嘱)

柴
田
哲
雄
(五
〇
・
七
・
一六
委
嘱
)

斉
藤
富
男
(五一・

六・
一委
嘱)

第
五
節
保
育
園
・
保
育
所

滝
川
の
保
育
施
設
は
昭
和
十
七
年
に
泉
町
に
あ
っ
た
国
策
会
社
の
人
造
石
油

会
社
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て、
人
石
で
働
く
婦
人
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
の

に
始
ま
る
。
人
石
か
ら
滝
川
化
学
会
社
と
改
組
さ
れ
て
も
引
継
が
れ
た
こ
の

「ひ
ば
り
保
育
園」
は
園
児
も
一〇
〇
名
前
後
も
お
り
、
戦
時
中
に
こ
の
よ
う

な
厚
生
施
設
が
あ
ったこ

と
は
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
十
八
年
七
月
六
日
光
暁
寺
境
内
の
太
子
堂
に
滝
川
託
児
所
が
開
設
さ
れ

た
。戦
後、
昭
和二
十
二
年
に
法
律
第
六
十
四
号
で
児
童
福
祉
法
が
公
布
し
、
翌

二
十
三
年
四
月
一
日
実
施
に
よ
り
各
地
に
保
育
所
の
設
置
が
み
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

滝
川
で
は
黄
金
町
の
夕
張
製
作
所
の
子
弟
を
保
育
す
る
施
設
を
要
望
し
て
い

た
が、
困
難
な
た
め
に
瑞
光
寺
に
保
育
園
開
設
の
働
き
か
け
が
あ
り
「ひ
か
り

保
育
園
」
が
昭
和
二
十
六
年
九
月
十
日
に
開
設
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
昭
和
二
十
八
年
五
月
一
日
北
滝
の
川
地
区
の
農
繁
期
保
育
と
し
て

「み
づ
ほ
保
育
園
」、
東
滝
川
地
区
の
「東
栄
保
育
園
」
の
開
園
が
あ
り
、
さ
ら

に
昭
和三
十
二
年
九
月
九
日
市
街
地
区
婦
人
会
に
よ
る
「こ
ば
と
保
育
園
」、

昭
和
三
十
八
年
五
月
一
日
「池
の
前
保
育
園」、

昭
和
四
十
年
六
月
十
八
日
緑

町
団
地
集
会
所
の
設
置
に
伴
う
「
み
ど
り
ま
ち
季
節
保
育
所
」、
昭
和
四
十
三

年
五
月
一
日
の
西
町
保
育
園
の
開
設
が
あ
る
。

一方、
江
部
乙
町
で
は
町
営
に
よ
り
昭
和
三
十
三
年
五
月
一日
に
中
央
季
節

保
育
所
を
開
設
し
た
。

私
設
保
育
園
の
設
置
は
地
域
の
協
力
に
よ
る
も
の
で
農
繁
期
の
幼
児
保
育
に

有
効
な
季
節
制
保
育
が
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
後、
経
済
の
伸
長
と
若
年
労
働
力
の
減
少、
婦
人
の
職
場
進
出
の
増
加

や
疾
病
等
に
伴
う
要
保
育
児
童
の
保
護
保
育
及
び
児
童
の
集
団
生
活
の
効
用
性

が
認
識
さ
れ
る
に
及
ん
で
通
園
児
が
増
加
し
、
ひ
ば
り
・
ひ
か
り
に
続
い
て
こ

ば
と
保
育
園
も
四
季
を
通
じ
て
開
園
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
市
街
地
区
に
働
く
婦
人
の
強
い
要
望
に
よ
り、
つ
い
に
昭
和
四
十
一

年
十
月
一
日
市
立
滝
川
保
育
所が
緑
町
に
開
設
さ
れ
た。
し
た
が
っ
て
緑
町
の

保
育
園
は
閉
園
と
な
っ
た
が、
市
立
保
育
所
の
開
設
要
望
が
ま
す
ま
す
高
ま
り

私
設
保
育
園
の
公
立
移
管
が
次
と々
行
わ
れ、
ま
た
市
の
市
街
化
区
域
の
拡
大

に
伴
う
適
正
保
育
所
増
設
に
よ
り、
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
末
現
在
に
お
い
て

は
公
立
認
可
通
年
制
保
育
所
九
カ
所
と
な
っ
て
お
り、
私
設
に
つ
い
て
は
「み

第
二
章
社
会
福
祉

業
天
孝
一

土井
恒
隆

山
岸
幹
男

香西
キ
ク

種
田
良
一(退)

杉
浦
善
正
正
雄

田
中
北山

季
武

水
林
清
治

坂口
末
一
(四
九・
六・
一委
嘱)(
退)

谷
岡

(注
(退)
は
任期
途中
退
任)

鎌
田 今
野

正
義

竹
内
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づ
ほ
保
育
園
」
一園
の
み
と
な
っ
た
。

→1
私
設
保
育
園

ひ
ば
り
保
育
園

昭
和
十
七
年
人
造
石
油
会
社
の
福
利
厚
生
施
設
と
し
て
設

置
さ
れ、
厚
生
課
長
が
園
長
を
兼
ね
た
。

昭
和
二
十
一
年
九
月、
人
石
が
滝
川
化
学
会
社
に
改
組
し
て、
保
育
園
も
引

継
が
れ
た
も
の
の
会
社
の
操
業
成
績
が
芳
ば
し
く
な
か
っ
た
の
で
、
建
物
だ
け

を
提
供
し
て
も
ら
い
運
営
は
関
係
者
が
あ
た
っ
た
。

昭
和二
十
二
年
十
月
十
二
日
ひ
ば
り
保
育
園
が
再
出
発
し
て
四
季
を
通
じ
て

開
園
し
、
ひ
ば
り
保
育
園
運
営
委
員
会
の
も
と
に
運
営
さ
れ、
園
児
も
多
い
時

に
は
百
数
十
名
にの
ぼ
っ
た
。

昭
和
二
十
四
年二
月
一
日
児
童
福
祉
法
に
よ
る
保
育
所
と
し
て
認
可
さ
れ、

園
児
百
十
名
、
職
員
定
数
五
名、
建
物
八
〇
坪
(約二
百
六
十五
平
方
メ
ー
ト
ル)、

運
動
場
一
〇
〇
坪
(約三

百三
十平
方
メー
ト
ル)
で
あ
っ
た
。

昭
和二
十
七
年
滝
川
化
学
が
閉
鎖
し、
建
物
は
町
の
所
有
に
移
っ
た
が
依
然

と
し
て
町
の
助
成
と
父
兄
の
負
担
で
運
営
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。

昭
和
三
十
三
年
八
月
滝
川
火
力
発
電
所
の
起
工
に
伴
い、
位
置
的
に
児
童
に

危
険
が
多
い
と
し
て
移
転
問
題
が
お
き
、
つ
い
に
昭
和
三
十
四
年
五
月
泉
町
一

二
七
番
地
(現
泉町
駐
在員
事
務
所)
に
移
転
し
た
。

そ
の
後
泉
町
地
区
の
発
展
で
園
児
数
も
一二
〇
名
を
越
え
る
ほ
ど
に
な
り
、

園
舎
の
老
朽
と
狭
い
と
こ
ろ
か
ら
市
で
は
昭
和
四
十
年
六
月
、
東
栄
小
中
学
校

の
解
体
材
を
利
用
し
て
改
築
し
、木
造
モ
ル
タ
ル
塗
り
一
部
二
階
建、
延
面
積
四

旧ひかり保育園

〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル
を
五〇
〇
万
円
を

以
て
同
年
九
月二
十
六
日
竣工
し
た
。

昭
和
四
十
三
年
四
月
一
日、
地
域
の

要
望
に
よ
り
市
に
移
管
さ
れ
て
「泉
保

育
所
」
と
な
り
、
ひ
ば
り
保
育
園
二
六

年
間
の
幕
を
閉
じ
た
。

ひ
ば
り
保
育
園
歴
代
園
長

初
代
山口

行
薫

二
代
伊
藤
貞
志

三
代
山
崎
藤
平

吉田
斎
秀
治

(運
営
委
員
長
を
兼
ね
る)

ひ
か
り
保
育
園

昭
和
二
十
六
年
四
月、
夕
張
製
作
所
で
働
く
婦
人
約
四
十

余
名
か
ら
会
社
の
空
倉
庫
を
改
造
し
て
保
育
所
の
設
置
を
願
い
出
た
。

会
社
不
振
の
折
から
こ
れ
は
容
れら
れ
ず、
暫
定
的
措
置
と
し
て
黄
金
町
の

瑞
光
寺
住
職
高
嶋
教
仁
に
願
い
出
た。
住
職
も
一
時
的
な
ら
ば
と
い
う
こ
と
で

御
堂
を
開
放し
、
昭
和
二
十
六
年
九
月
十
日
ひ
か
り
保
育
園
を
開
設
九
月
一〇

八
名、
十
月
七
五
名
を
保
育
し
た。

翌
二
十
七
年
は
五
月二
十
日
か
ら
十
月
二
十
日
ま
で
の
間
開
設
さ
れ、
園
児

数
は
五
月
一二
三
人、
六
月
八
六
人、
七
月
六
六
人
、
八
月
四
五
人、
九
月
五

七
人
で
あ
っ
た
。

地
域
の
発
展
に
伴
っ
て
入
園
希
望
者
が
多
く、
一年
一年
と
伸
び
保
育
園
舎

の必
要
性
に
迫
ら
れ
て
、
つ
いに
寺
の
境
内
に
市
の
助
成
と
父
兄
の
負
担
と
を

も
っ
て
昭
和三
十
一
年
十
月、
三
一
・
二
五
坪
(約百三

平方メート
ル)、

三
十
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四
年
三
月二
十
日三
一
坪
を
増
築
(三
五万円)

木
造
平
家
ト
タン
葺
六
三
坪
を

八
三
万
円
で
建
設
し
た
。

園
児
は
六〇
名
から
一
一〇
名
で
四
季
を
通
じ
て
開
園
し
て
児
童
福
祉、
教

育
に
尽
し
て
い
た
が、
市
立
保
育
所
の
増
設
に
際
し
円
満
裏
に
閉
園
が
決
定

し
、
昭
和
五
十
四
年
三
月
、
二
七
年
六
カ
月
に
わ
た
る
ひ
か
り
保
育
園
を
閉
じ

○

た
。こ
の
間
の
卒
園
児
は
二
千
三
百
余
名
を
数
え
て
い
る
。

歴
代
園
長

初
代
高
嶋
教
仁昭
和
二
十
八
年
二
月
に
滝
川
婦
人
会
滝
の
川
支
部
が
誕
生

し
た
。
支
部
長
森
村
能
志
は
保
育
所
の
必
要
を
痛
感
し
、
北
滝
の
川
診
療
所
保

健
婦
小
田
中
キ
ヌ
コ
ら
と
相
談
し
て
保
育
所
設
立
の
計
画
を
す
す
め
た
。

みずほ保育園

準
備
委
員
を
あ
げ
て
実
行
に
移
り
、
町
長、
農
協
組
合
長
へ
の
折
衝
に
は
中

村
正
直、
森
村
能
志
ら
が
当
た
り、
滝
川
町
婦
人
会
の
協
力
の
も
と
に
絵
本、

玩
具
な
ど
の
寄
贈
を
う
け
、
同
年
四
月
六
丁
目
農
協
倉
庫
を
借
受
け、
同
年
五

月
一
日
み
ず
ほ
保
育
園
が
開
所
さ
れ
た
。

婦
人
会
は
日
用
品
の
販
売
あ
る
い
は
映
画
会
を
開
催
し
て
純
利
益
を
積
み
重

ね、
ま
た
有
志
の
寄
付
を
仰
い
で
施
設
の
充
実
に
努
め
た
。

昭
和
三
十
一
年
八
月、
農
協
支
所
敷
地
内
の
一部
に
木
造
平
家
建三
四
坪
半

の
保
育
園
舎
を
新
築
し、
遊
び
場
一
五
〇
坪
を
確
保
し
た
。

本
保
育
園
は
農
繁
期
の
四
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
開
園
の
季
節
制
を
と
り、
園

児
は
当
初
五
五
名
から
七
〇
名、
年
間
予
算
は
約三
十
万
円
で
開
設
し
た
も
の

で
あ
る
。

昭
和三
十
五
年
北
滝
の
川
区
域
を
も
って
み
ず
ほ
婦
人
会
が
結
成
さ
れ
た

が、こ
の
婦
人
会
の
事
業
の
一つ
と
し
て
保
育
園
の
運
営
が
取
り
上
げ
ら
れ
た。

昭
和
四
十
年
代
の
北
滝
の
川
地
区
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
く
、
幼
児
数
の
増
加

と
園
舎
の
老
朽
化
に
よ
り
保
育
園
改
築
の
必
要
に
迫
ら
れ
た
。

昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日
西
五
丁
目
に
市
立
滝
の
川
保
育
所
が
設
置
さ
れ
た

が、
み
ず
ほ
保
育
園
の
保
育
児
数
は
減
る
こ
と
も
な
い
こ
と
か
ら
ま
す
ま
す
必

要
性
を
感
じ
、
関
係
者
は
市
当
局
へ
園
舎
新
築
の
要
請
を
行
っ
た
。

昭
和
五
十
年
春、
第
二
小
学
校
新
改
築
に
伴
う
解
体
材
を
骨
組
み
と
し
て
新

園
舎
が
完
成
し
た。
新
園
舎
は
北
滝
の
川
九
二
七
番
地
(現
滝
の
川
町
西
七
丁
目)

に
敷
地
一
、
三二
八
平
方
メー
ト
ル、
建
築
面
積
四
五
九
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

の
木
造
平
家
建
で
あ
る
。
婦
人
会
で
は
施
設
整
備
の
た
め
日
用
品
販
売
、
募

金、
寄
付
と
努
め
た。
昭
和
五
十
一
年
四
月
か
ら
開
園
以
来
待
望
し
て
い
た
通
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・

年
保
育
が
実
現
し
、
園
児
数
一二
六
名、
保
母
七
名
の
規
模
と
な
った
が、
翌

五
十二
年
に
は
農
協
婦
人
部
北
滝
の
川
支
部
が
同
本
部
に
吸
集
消
滅
し
た
た
め

に、
保
育
園
の
運
営
は
関
係
有
志
一三
名
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
五
十
二
年
四
月
、
市
か
ら
の
要
望
に
よ
り
未
満
児
室
の
増
築
が
な
さ
れ

園
舎
総
面
積
五
二
三
・
一三
平
方
メ
ー
ト
ル、
敷
地
一、
五
七二
・四
平
方
メ

ー
ト
ルと
な
り、
定
員
は
一
四
〇
名、
保
母
数
八
名
と
な
っ
た
(注
現員七

名
)。

昭
和
五
十
四
年
度
の
予
算
は
一千
八
百
六
十
五
万
円
余
と
年
増々
額
さ
れ
た

運
営
が
行
わ
れ
て
お
り、
園
舎
内
外
の
整
備
も
進
み
地
域
幼
児
保
育
の
向
上
は

尽
し
て
い
る
。

歴
代
園
長

ト
ク

能
志

東
栄
保
育
園

二
代
堀
田
こ
ふ
み

五
代
猪
口

ソ
ヨ

八
代
堀
美
代
子

六
代
九
代
兼
田
和子

初
代
森
村

四
代
辻
奥

七代
桝
田

マ
サ

昭
和
二
十
八
年
四
月、
東
滝
川
婦
人
会
長
三
谷
き
く
、
滝

川
種
畜
場
婦
人
会
長
吉
田
富
美
子
及
び
河
内
な
み
等
は
保
育
所
の
必
要
を
主
唱

し、
婦
人
会
を
あ
げ
て
そ
の
設
立
に
努
め
た。
当
時
適
当
な
建
物
が
な
か
っ
た

の
で
、
東
栄
小
学
校
の
一
教
室
を
借り
受
け、
昭
和二
十
八
年
五
月
に
季
節
制

保
育
園
と
し
て
一
応
の
発
足
を
み
た。
園
児
数
は
五
〇
～
六〇
名
で
あ
っ
た
。

三
代
中
村
輝
子

森
脇
キ
ョ
シ

そ
の
後
学
校
の
物
置
を
借
り
て
開
園
す
る
な
ど、
い
ろ
い
ろ
苦
難
な
道
を
歩

い
て
来
た
が、
つ
い
に
昭
和三
十
五
年
六
月
園
舎
四
三
坪
(約百

四十
二
平
方
メー

ト
ル)
を
新
築
し、

遊
び
場
一
〇
〇
坪
に
各
種
の
施
設
を
な
し、
東
滝
川
婦
人

会
内
に
保
育
園
運
営
委
員
会
を
作
り、
年
間
予
算
三
〇
万
円
で
運
営
に
あ
た
っ

た
。昭
和
四
十
一
年
六
月、
園
舎
の
改
築
工
事
が
市
に
よ
って
行
わ
れ、
三
五〇

東栄保育園

万
円
を
も
っ
て
同
年
九
月二
十
日
完
成

に
よ
り
園
舎
の
整
備
を
し
た
。

こ
の
こ
ろ
から
東
滝
川
地
区
住
民
の

減
少
が
み
ら
れ、
幼
児
数
も
少
な
く
な

っ
て
き
た。
ま
た
市
街
地
区
の
保
育
園

は
次
と々
市
営
移
管
が
行
わ
れ
る
中

に、
東
栄
保
育
園
に
お
い
て
は
市
立
保

育
所
の
入
所
基
準
が
厳
し
く
、
入
園
希

望
者
が
入
園
で
き
な
い
公
立
移
管
に
難

色
を
示
し
、
婦
人
会
の
運
営
が
続
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
運
営
経
費
の
上
昇
に
加
え
て
園
児
の
管
理
面
や
該
当
幼
児
の
減
少
も

あ
り、
昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
市
に
移
管
が
決
定
し、
市
で
は二
二
〇
万
円
を

投
じ
て
改
築
を
行
い、
五
十
一年
五
月
六
日
東
栄
保
育
所
と
し
て
開
設
し
た
。

歴
代
園
長

初
代
三谷

き
く

二
代
吉
田
富
美
子

三
代
阿
部

こ
ば
と
保
育
園

昭
和
三
十
二
年
滝
川
町
婦
人
会
は
創
立
十
周
年
記
念
事
業

と
し
て
市
街
地
の
働
く
婦
人
の
た
め
に、
季
節
制
の
保
育
所
を
設
置
し
よ
う
と

決
定
し
た
。
婦
人
会
幹
部
は
町
理
事
者、
町
議
会
に
陳
情
し、

一応
一
〇
〇
名

程
度
の
児
童
を
収
容
し
得
る
建
物
を
目
差
し
て
強
く
運
動
を
展
開
し
た。

同
年
七
月
十
二
日
議
会
は
陳
情
を
容
れ
て
設
置
を
決
定
し、
田
島
建
設
の
請

負
で
三
四
坪
工
費
五
〇
万
円
を
も
っ
て
園
舎
が
新
築
さ
れ、
昭
和
三
十
二
年
九

月
九
日
こ
ば
と
保
育
園
の
開
所
と
な
った
。
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婦
人
会
で
は
絵
本、
玩
具
な
ど
を
集
め
る
ほ
か
逐
次
施
設
を
充
実
し
、
隣
接

の
市
有
施
設
四
二
坪
も
園
舎
と
し
て
活
用
を
は
か
っ
て
四
季
を
通じ
て
の
保
育

園
と
し
た
。
園
児
数
は
六
〇
名
か
ら
一四〇

名
に
な
り
、
保
母
六
名、
年
間
予

算
九
〇
万
円
く
ら
い
で、
婦
人
会
の
保
育
園
運
営
委
員
会
に
よ
る
運
営
が
行
わ

れ
た
が
運
営
委
員
会
は
婦
人
会
幹
部
の
ほ
か
社
会
福
祉
協
議
会、
社
会
教
育
委

員
会
な
ど
か
ら
も
参
加
し
ても
ら
う
構
成
と
な
っ
た
。

婦
人
会
長
は
園
長
も
兼
ね
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
歴
代
園
長
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

な
お、
昭
和
四
十
一
年
に
至
っ
て
市
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
し
て
翌
四

十
二
年
三
月
末
日
を
も
っ
て
廃
園
と
な
った
。

歴
代
園
長

初
代
神
部テ
ル子
三
年
二代

新
谷
澄
子
三
年
三
代
神
部
富
美子
云
年

六
代
井
手
芳
子
毛
・三
年

七代
香
西
きく
三
年

八
代
神
部
富
美子
四
・
四
年

西
町
保
育
園

市
内
各
所
に
保
育

園
が
設
置
さ
れ
た
が、
西
町
地
区
に
は

こ
の
開
設
が
遅
れ
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら

昭
和
四
十
年
ご
ろ
に
設
置
の
要
望
が
高

ま
っ
て
き
た
。
昭
和
四
十
三
年
春、
西

町
地
区
か
ら
市
内
の
幼
稚
園、
保
育
園

に
通
園
す
る
幼
児
の
交
通
問
題
や
地
元

に
な
い
不
便
さ
が
強
く
感
じ
ら
れ
た
薮

内
喆
夫
は
町
内
会、
婦
人
会
に
保
育
園

の
開
設
を
呼
び
か
け
た。

銀
川
団
地、
す
み
れ
婦
人
会、
滝
川
浜
益
線
沿
い
の
町
内
会
の
各
代
表
及
び

駐
在
員
等
の
会
合
が
開
か
れ、
こ
の
四
十
三
年
か
ら
開
設
す
る
こ
と
に
決
定
し

て
園
舎
は
家
畜
診
療
所
跡
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

市
に
改
造
費
助
成
を
陳
情
し
四
〇
万
円
を
も
っ
て二
教
室
の
改
造
が
で
き
、

た
だ
ち
に
園
児
募
集
を
行
っ
て
昭
和
四
十
三
年
五
月
一
日
「西
町
保
育
園
」
の

開
園
と
な
っ
た
。

町
内
会、
婦
人
会、
駐
在
員
な
ど
に
よ
る
運
営
委
員
が
組
織
さ
れ
た。
運
営

資
金
は
各
会
から
拠
出
さ
れ
た
五
万
円
から
始
め
ら
れ、
保
母
の
募
集
も
急
拠

開
園
で
間
に
合
わ
ず、
保
母
経
験
者
を
探
し
頼
み
込
ん
で
一
人
を
確
保し
て
開

設
し、
園
児
も
四
〇
名
足
ら
ず
で
発
足
さ
せ
た
も
ので
あ
る
。

翌
四
十
四
年
度
は
入
園
希
望
が
倍
増
し
て
八
〇
名
近
く
と
な
り、
保
母
一
名

を
増
員
し
て
続
け
ら
れ
た
。

し
かし
無
認
可
施
設
と
し
て
継
続
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
公
立
設
置
が
望
ま
し

い
こ
と
か
ら
、
市
に
陳
情
が
行
わ
れ
昭
和
四
十
七
年
四
月
一
日
市
立
開
西
保
育

所
の
設
置
に
よ
り
廃
園
と
な
っ
た
。

歴
代
園
長

初
代
毎
原
政
夫
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代
武
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セイ壹

年
五
代
田
子
ヒ
サ芸六年



職
員
数
八名
(昭
和五
四
年五
月
一
日
現
在)

四
七

四
五
四三 四
二

年
度
定
員

利
用
状
況

九
〇
一、
〇
五
六

九
〇
一
、
〇
六
九

九〇
、
〇
六
二

九〇
一、
〇
六
七

計 延

二
三
六

二
〇
一

一四
三

一三
一

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員八二
〇
五三

八
六
八
五二

九
一九
五
一

九三
六
四
九

年
度
定
員九
〇
一、
〇
七三

九
〇
一、
〇
七
七

九
〇
一、
〇
七
二

九
〇
一、
〇
四
八

計 延

二
一六

一
九
八

一
七
二

一七
九

八
五
七

八
七
九

九
〇
〇

八
六
九

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

四
七

四
五

四三 四二

年
度
定
員六
〇

六〇 六〇 六〇

七〇
八

七
一〇

六
七
八

六
九
四

人

七
七

一〇
四

一
九

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員

六三
一
五三
一
二〇
一、
四
一九

六〇
八
五
一
一
二〇
一、
四二
三

六
五
九
五
〇
一二
〇
一、
二
九
八

六〇

定
員

計七
〇
四

延

五
四
二

五〇
六

四
五
三

一三
〇

八
七
七

九
一
七

八
四
五

五
七
四

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

利
用
状
況

工
事
費
七、
三
二
八
万
円

備
品
設
計
等
四
八
六
万
円

着
工
四
九
年
八
月二
六
日

竣工
五〇
年三
月三
一
日

職
員
数

一七
名
移
転
開
設
後、
市
内
で
初
め
て
乳
児
保
育
を
実
施
し
た
。

着
工
四
一・

六・
一

工
事
費
九
七
八
万
円

教
室数

五 ト
ル

床
面
積
四
五
三
・
六
三
平
方
メ
ー

家
建

建
物
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
平

敷
地
購
入
費
四
五
四
万
円

敷
地

一、
六
六
七
・
四三
平
方
メ
ー
ト
ル

施
設
の
概
要

滝
川
保
育
所

開
設
年月
日
昭和
四
十
一
年十
月
一
日

一
号
)

(位
置
緑
町二
丁
目
五
番
一

2
第
七
編
厚

市
立
保
育
所

生

中央保育所

中
央
保
育
所
(位
置
明
神町三

丁
目
七
番

開
設
年
月
日
昭
和
四
十二
年
四
月
一
日

施
設
の
概
要
開
設
時
は
私
設
こ
ば
と
保
育
園

を
市
に
移管
さ
れ
たも
の
であ
っ
たが、

次
の
と
お
り
移
転
新
築
し
た。

敷
地
一、
二〇
九、
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

土
地
購
入
費
三、
五
四
四
万
円

建
物
鉄
筋
コ
ン
ク
リー
ト
造
二
階
建

延
床
面
積
六
九
六
・
九
八
平
方
メ

ー
ト
ル

教
室
数
六

延計

二
四
号
)

六
九
四
四
九

年
度

人
員

竣
工
四
一
・
九
・
二〇

滝川保育所

人

人

員
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い
ず
み
保
育
所

(位
置
泉
町
二
丁
目
九

施
設
の
概要

開
設
年
月
日
昭
和
四
十三
年
四
月
一
日

開
設
時
は
私
設
ひ
ば
り
保
育

番
五
号
)

一三
一

一
一三

一
四
〇

一
四
一

児
未
満
児
以
上
|

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員八
五〇

五
三
一
一〇
一、
二
九
〇

八
九
七
五二

一一
〇
一、
三〇
五

九
〇
七
五
一
一
一〇
一、
三
一
三

八
九
九
五〇
一
一〇
一、
二
八
八
一
六
四
一、
一二
四

計 延

二
〇
六
一、
〇
八
四

一三
九
一、
一
六
六

一〇
四|一、

二〇
九

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

四
九
四
七

年
度
定
員

利
用
状
況

九
〇
一、
〇
四
八

九〇
一、
〇二
七

計 延

一
七
六

二
一
二

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三歳

八
七
二
五
三

八
一
四
五一

年
度
定
員九
〇
一、
〇
七
一

九〇
一、
〇
六
五

計 延

一五
五

一六二
九
一六

九〇
五

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員

開西保育所
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四
九
九
〇

四七
九〇
一、
〇
一〇

四
五
九〇

一、
〇
四
七

四
三
九〇
一、
〇
四〇

年
度
定
員

九
八
一

計 延

利
用
状
況 平
家
建

木
造
モ
ル
タ
ル
塗、
亜
鉛
鉄
板
葺

建
物
延
四
五一
・四平

方
メー
ト
ル

教
室
数
五

職
員
数
一〇
名
(昭
和
五
四
年
五
月
一
日
現
在)

当

開
西
保
育
所

(位
置
西
町
三
丁
目
二
番

竣
工
四七・

三・三
一

着
工
四六
・
一〇
・
一九

万
円
)

ち
建
築
費
一、
六
九〇

一、
八
六
六
万
円
(う

工
事
費

教
室
数
五

ー
ト
ル

床
面
積
四
六
六
・
二
四
平
方
メ

建
物
板
葺

ル
敷地
施
設
の
概
要

開
設
年
月
日
昭和
四
十七
年
四
月
一日

三
四
号
)人

員

職
員
数
八
名

人
年
度
定
員

人
員

いずみ保育所

敷
地
九
六
八
平
方
メー
ト
ル

が
、
昭
和
五
十
年
度
から
定
員
増
を
は
か

る
た
め
に、
昭
和
五
十
年二
月
五
日
四

九
・
八
六
平
方
メー
ト
ル、
工
事
費
二
九

五
万
円
の
増
築
に
着
手、
同
年三
月三
十

一
日
完
成
し
て
現
在
に
至
る

園
を
市
に
移
管
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

補
強
ブ
ロ
ッ
ク
造
平
家
建
亜
鉛
鉄

一、
〇
〇
三
・
三
六
平
方
メ
ー
ト

人



五〇 四
八

年
度
定
員九〇
一、
〇
五〇
九三
六

計 延

一
四
二

一
四
五

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員九
〇
八
五
三

七
九
一
五
二

年
度
定
員九〇
一、
〇
七
五

九〇
一、
〇
七
四

計 延

一三
六

一七
五

九
三
九

八
九
九

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員

利
用
状
況

職
員
数
九
名

着
工
四
七
・
一〇
・
四

そ
の
他
経費

五〇
万
円

工
事
費
二、
一〇
八
万
円

教
室
数
五

メ
ー
ト
ル

延
床
面
積
四
八
一
・
八
六
平
方

二
階
建

建
物
補
強
コ
ン
クリ
ー
トブ
ロ
ック
造

土
地
購
入
費
五
四〇
万
円

敷
地
一、
七
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

施
設
の
概
要

開
設
年
月
日
昭
和
四
十
八
年
四
月
一
日

滝
の
川
保
育
所

第
七
編
厚(位
置
滝
の
川
町
西
五

生

滝の川保育所
五
一

四
九

年
度

九
〇
一、
〇
七
二

九
〇
一、
〇
三
七

計 延

一三
八

二〇
四

児
未
満
児
以
上
|

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

人

九三
四
五三

八
三三
五二 年
度
定
員九〇
一、
〇
七
九

九〇
一
、〇
七
一

計 延

一
六
三

一五
三

人

九
一
六

九
一八

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員

利
用
状
況

職
員
数
九
名

竣
工
四
九
・
三
・
二
五

着
工
四
八
・
九
・
一三

工
事
費
二、
八三
五
万
円

教
室
数
五

メ
ー
ト
ル

延
床
面
積
五
一
六
・
九
三
平
方

建
物
補
強
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造

土
地
購
入
費
九
六
七
万
円

ル

施
設
の
概
要

開
設
年
月
日
昭
和
四
十
九
年
四
月
一
日

目
二
番
一
八
号
)

(位
置
朝
日
町
西二
丁

あさひ保育所

あ
さ
ひ
保
育
所

830

九
〇

竣
工
四
八
・
三
・
三
一

丁
目
三
番
二
〇
号
)

人
人

定
員

員

一、
二
五
六
・
一九
平
方
メ
ー
ト

敷地

平
家
建
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五
二
五一

年
度
定
員

利
用
状
況

職
員
数
五
名

た
。
万
円
そ
の
他
一〇
〇
万
を
要
し

て
開
設
し
たも
の
で、
開
設
に
あ

た
り
内
部
改
造、
工
事
費
二
二
〇

私
設
東
栄
保
育
園
を
市
に
移
管
し

教
室
数
三

ー
ト
ル

木
造
モ
ルタ
ル
塗平
家
建

地
)

施
設
の
概
要

開
設
年
月
日

三
四
四

二
五
一

計

延

人三
六

三
五

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員三
〇
八

二
一
六
五
三

年
度
定
員

三
四〇

計 延

五
八

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員

東栄保育所

江
部
乙
保
育
所

(位
置
江
部乙
町
西
一
二
丁
目
六
番
一四
号)

昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日、
当
時
の
江
部
乙
町
で
は
夏
期
に
お
け
る
就
労
助

長
と
幼
児
の
保
護
育
成
を
目
的
と
し
て、
青
年
会
館
を
利
用
し
て
「町
立
中
央

季
節
保
育
所
」
を
設
置
し
た
。

入
所
資
格
は三
歳
以
上
小
学
校
入
学
前
の
幼
児
で
疾
病
そ
の
他
保
育
に
支
障

の
な
い
者
と
し
、
入
所
費
は
一日
三
〇
円
(四十一

年度
から
五〇
円)
で
生
活
困

窮
家
庭
は
減
免
措
置
を
講
じ
た
。
保
育
時
間
は
午
前
七
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

と
し
、
保
育
期
間
は
五
月
中
旬
か
ら
七
月
中
旬
ま
で
と
九
月
上
旬
か
ら
一〇
月

下
旬
ま
で
の
農
繁
期
を
考
慮
し
た
季
節
制
と
し
た
。

開
設
場
所
は
青
年
会
館
を
取
り
こ
わ
し
体
育
館
を
建
設
す
る
こ
と
に
な
り
、

専
光
寺
の
建
物
を
借
用、
役
場
物
置、
農
業
セ
ン
ター
を
移
動
し
て
、
昭
和
四

十
三
年
秋
か
ら
は
体
育
館
に
接
す
る
江
部
乙
児
童
館
を
利
用
し
た
。

利
用
状
況

春
延
秋

延
|

七
四
九
一、
八
五
一

六
四〇
二、
〇
三
三

六
六
三
一、
九
五
九

二
九
六
一
、
二
三
五

、
二
五
九
一、
四三
五
四
五
一、
〇
三
一

三
二
〇
一、
二
〇
六

--一、
九
四
五

延
計 計

五〇 四九
四
八

四
七

八
三
二

五
六八
六
五
一

七
四
四 延
延

計

一、
○
一
六
一
、
〇
二
五
二、
〇
四
一

九
八
二
一、
七
八
六

六〇
一
一
、
二
五
七

一、
四
〇
〇

一、
六
八二

九
二
七
一
、
八
九
一

一
、
七
六
〇

年
度

四
一
一、
一〇
二

四
〇
一、
三
九三

三
八
一、
二九
六

三
六

三
五

三
四

三
三

一、
一七
六

九
三
九

八
八
六

四
四
四
二

年
度

八
〇
四

六
五
六

九
六
四

1、
○
一
六

春
延
秋

昭
和
五
十
一
年
度
か
ら
公
認
保
育
所
と
す
る
た
め
同
年
四
月
六
日
児
童
館
を

一三
五
万
円
を
以
て
改
築
し
、
同
月
二
十
八
日
完
成
し
て
五
月
七
日
定
員三
〇

名
の
江
部
乙
保
育
所
が
開
設
さ
れ、
施
設
内
容
は
敷
地
面
積
一、
六
六〇
・
三

四
平
方
メ
ー
ト
ル、
建
物
は
木
造
モ
ル
タ
ル一
部二
階
建
延
面
積二
二
二
・
〇

三
〇
三
〇

地
)
昭
和
五
十
一
年
五
月
一
日

東
栄
保
育
所

(位
置
東
滝
川
四
二
三
番

建
物
延
面
積
二
四
七
・
〇
五
平
方
メ

敷
地
二、

一八
二
平
方
メ
ー
ト
ル
(借

三
〇

人

二
八二
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生

二
平
方
メー
ト
ル
で
あ
っ
た
。

昭
和
五
十
三
年
に
江
部
乙
国
民
健
康

保
険
病
院
の
移
転
新
築
に
伴
い、
病
院

跡
を
保
育
所
に
利
用
す
る
た
め
改
築
し

て
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
四
日
開
所
式

が
行
わ
れ
た
。
な
お
定
員
は
六
〇
名
と

な
っ
た
。

施
設
の
概
要一、
八
五
一
・八
三
平
方
メ
ー
ト

ル
建
物

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
り
二

階
建
の
う
ち、
保
育
所
は
一
階
部

分
(二
階
は
老
人
ホー
ム
関
係
及
び
地
域
集
会
所)

保
育
所
関
係
床
面
積
四
九
五
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
教
室
数
六

工
事
費
三、
八
五
六
万
円
竣工

五三
・
一
一・二
〇

四
五
五

計 計
延

人四
九
四
〇
六

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

五
二

五 五
一

年
度

三
〇
三
〇

定
員

三
五三
二
八三

計

延
人人二
四
六
五

児
未
満
児
以
上

う
ち
三
歳
う
ち
三
歳

員員三
二
九

二
一
八

五三
六〇

定
員

一

江部乙保育所

二
の
坂
保
育
所

開
設
年月
日
昭
和五
十
四年
四
月一
日

施
設
の
概
要

敷
地

建
物

コン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
二
階

延
面
積
七
〇
二
・
二
平
方
メ
ー

建ト
ル
教
室
数
六

工
事
費
・
備
品
費

着
工
五
三
・
七
・
一
二

竣
工
五
四・

三
・
一〇

定
員
一二
〇
人、
二
歳
児
未
満二
四
人
、

二
歳
以
上
三
歳
未
満二
四
人、
三
歳

職
員数

一
五
人
(昭
和
五
十
四
年
五
月
一
日
現
在)

第
六
節
公
営
住
宅
等

戦
後、
町
民
の
住
宅
難
は
深
刻
な
も
の
で
民
生
安
定
の
た
め
に
公
営
住
宅
の

建
設
に
は
特
に
力
を
注
ぎ、
昭
和二
十
五
年
以
来
毎
年
建
設
さ
れ
て
い
る
。

昭
和二
十
三
年
に
引
揚
者
の
た
め
に
四
棟
一
六
戸
を
建
て、
ま
た
二
十
六

年、
二
十
七
年
と
引
揚
者
住
宅
を
東三
丁
目
に
建
設
し
た
が、
引
揚
者
や
疎
開

者
など
の
転
入
者
に
対
応
で
き
る
数
で
は
な
く
、
当
然
住
民
も
住
宅
難
で
あ
っ

た
。こ
う
し
た
状
況
の
中
で
滝
川
町
で
は
昭
和
二
十
五
年
に
国
庫
補
助
庶
民
住
宅

832

二の坂保育所

利
用
状
況

職
員
数
六
名

着
工
五
三
・
八
・
八

以
上
七
二
人 丁
目
九
番)

(位
置
二
の
坂
町
東二

二
、
〇
四
〇
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

約
八、
五
〇
〇
万
円

敷地

年
度

員

第
七
編
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と
し
て
黄
金
町
西
一
丁
目
に
木
造
平
家
建
一
棟
一
戸
敷
地
一〇
八
坪
(約三

百
五

十
七
平
方
メ
ー
トル)

で三
〇
戸
分
を
建
設
し
た
。

翌
二
十
六
年
に
も
朝
日
町
の
朝
日
団
地
に
同
様
な
住
宅
一〇
戸
を
建
設
し
た

が、
この
年
法
律
第
百
九
十三
号
を
も
っ
て
公
営
住
宅
法
が
制
定
さ
れ、
毎
年

耐
火
構
造
の
公
営
住
宅
(略して

「公住」)が
建
つ
よ
う
に
な
った
が、
昭
和二

十
年
代
の
公
住
は
一
棟二
戸
建
が
主
流
で
四
戸
建
は二
十
八
年
から
わ
ず
か
に

建
つ
程
度
で、
お
よ
そ
長
屋
方
式
で
は
な
か
っ
た
ので
あ
る
。

し
かし
、
し
だ
い
に
一
般
個
人
住
宅も
新
築
を
増
し
てく
る
と
宅
地
の
確
保

が
困
難
と
な
り、
建
築
費
も
上
が
る
一
方
で、
地
価
も
高
く
な
り
当
然
郊
外
に

敷
地
を
求
め
る
よ
う
に
な
り、
費
用
も
安
い
長
屋
方
式
に
変
わ
っ
て
、
昭
和三

十
年
代
から
は
一
棟
に
六
戸
か
ら
八
戸
建
が
普
通
と
な
っ
た
。

住
民
の
住
宅
事
情
は
人
口の
増
加
に
伴
い、
毎
年三
〇
戸
から
五
〇
戸
の
公

住
建
設
と
二
〇
〇
件
近
い
建
築
申
請
に
よ
る
個
人
住
宅
が
完
成
し
て
い
た
も
の

の
住
宅
不
足
は
一
向
に
解
決
さ
れ
ず、
公
住
の
申
込
み
は
常
に
数
倍
あ
り、
抽

せ
ん
会
を
催
し
て入
居
者
を
決
め
て
い
た
。

昭
和
三
〇
年
代
の
後
半
から
は
核
家
族
化
が
高
ま
り
、
世
帯
数
が
著
し
く
上

昇
し
て
、
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
旧
滝
川
工
業
高
校
跡
地

(一
の
坂
町
西三
丁
目)
一
一六
区
画
の
分
譲
受
付
な
ど
宅
地
分
譲
を
進
め
て
き
た

が、
な
お
住
宅
の
不
足
が
あ
り
昭
和
四
十
年
頃
か
ら
は
個
人
住
宅
の
建
築
ラ
ッ

シ
ュで、

昭
和
四
十
八
年
の
石
油
シ
ョ
ック
ま
で
は
高
度
経
済
成
長
の
波
に
乗

っ
て
住
宅
の
増
加
を
も
た
ら
せ
た
。

公
住
も
ま
た
毎
年
増
加
さ
れ
建
設
に
あ
た
り
団
地
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
当

初
は
市
街
中
心
地
に
近
く
一
の
坂、
西
一
丁
目
、
朝
日
町
な
ど
へ小
団
地
の
形

西
町
団
地

東
三
丁
目
団
地

黄
金
町
団
地

朝
日
町
団
地

西
一
丁
目
団
地

一
の
坂
町
団
地

団
地
名

西
町
六
丁
目
二
二
番
地

黄
金
町
東三
丁
目
一
二

黄
金
町
西
一
丁
目
六
〇

四
一
年

二
九
年

三
〇
年

二
九
年

三
〇
年

二
七
年

三〇
年

二
九
年

二
八
年

二
七
年

二
六
年 建
築年
度
棟
数
戸
数八

"

四
〃

一
六
〃

一
六
〃

一
〇
ク

六

11

一
八
ク

一
〇
ノ

八

11

三
八
ク
一〇
四
〃

一
八
〃

二
六
〃

三
〇
〃

一、二七四・七O
七〇九・二〇
三
三・五 積
2

小
八
九
番
地

一
の
坂
町
西
三
丁
目
一

計 計

ら
東
三
丁
目
ま
で
の
間

一
の
坂
町
東
一
丁
目
か

在在

三
一
年

二 一〃
一 四
〃

四

11

八
〃
五
〃

三
〃

六
〃

二 四

〃
三 九
〃

一
一
ク

一̀
〇
ミ
五
棟

面面

二八二・九八

一
四・四〇

一四一・四九 六・
七
六三五八八・一九

二三〇・五七 〇六
・六

五 二九三・三二
二
三・二八

三、九五七・一九

第
二
章
社
会
福
祉

成
で
あ
っ
た
が、
昭
和
三
十
二
年
の
銀
川
団
地、
三
十
五
年
の
江
陵
団
地
(旧

泉
町
地
区
西二丁

目)、
三十
七
年
東
町、
三十
八
年
緑
町
の
団
地
や、
さ
ら
に
大

き
く
四
十
年
の
開
西
団
地、
四
十
三
年
西
六
丁
目、
四
十
六
年
見
晴
団
地、
四

十
七
年
の
西
五
丁
目
団
地
は
団
地
が
連
続
す
る
大
団
地
を
形
成
さ
せ
た
。

次
に
四
十
八
年
に
は
東二
丁
目
団
地
(黄
金町)、

四
十
九
年
五
十
年と
造
成

さ
れ
た
滝
の
川
団
地
は
公
住
の
ほ
か
分
譲
地
に
商
店
・
個
人
住
宅
が
続
建々
て

ら
れ
た
二
〇
万
八、
〇〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ルの
大
団
地
が
出
現
し
た
。

な
お
公
営
住
宅
の
入
居
資
格
に
つ
い
て
は
一
種
・二
種
区
分
ご
と
に
月
額
収

入
基
準
が
あ
り
、
こ
れ
を
超
過
す
る
者
は
入
居
で
き
な
い。

団
地
別
建
築
年
度
別
公
営
住
宅
数
(五
四
年三
月
末
現
在
)

所小

小
七
番
地
一

朝
日
町
西
三
丁
目
一
三計 地

二
〇
ノ

一〇
戸

一、二一五・七三
七三五・〇二

833
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生

四
四
年

四
三
年

五三
年

二
九
年

二
八
年

三
九年

三
八
年

四
五
年(会

室
)

四
四
年

四
一
年

三
八
年

三
七
年

三
七
年

三
六
年

三
五
年

三
一
年

四
三
年

四
二
年

四
一
年

三
四
年

三
三
年

三
二
年

一
三
〃

一
一
ク

七
ク
二
ノ 〃

二 三
〃

一八
〃

一三
ク

五么 五
ノ
一
八
〃 〃

二
ノ

一
四
〃

三
四
〃

一〇
〃

二
四
〃

七
二
〃

八
ク

三
〇・九一

一、〇三五・七八
一、〇三

・七〇

四一七・二八

五、四七三・三五
一五三・一

二、二五〇・六六
一、五九九・三五
一、四七一・一六

三、
八二・三三
八八五・一八
八六五・九五
四三一・二0

江
南
団
地

新
興
団
地

宮
前
団
地

こ
が
ね
団
地

緑
ヶ
丘
団
地

あ
さ
ひ
団
地

滝
の
川
団
地

見
晴
団
地

西
五
丁
目
団
地

八
〇
一

小
七
七
三

小
一
八
四
二

江
部
乙
町
東
一
二丁
目

江
部
乙
町
西
一三
丁
目

江
部
乙
町三
九三
八 計 計 計

七
五
西
四
丁
目
西
五
丁

滝
の
川
町
西
三
丁
目
九

小

は
九
三
六
番
地

六丁
目
九
三
三
番
地又

滝
の
川
町
西
五
丁
目
西

計

四
三
年

四
二
年

四
六
年

四
五
年

二
九
年

二
八
年

三
九
年

三〇
年

四
二
年

三
九
年

五
三
年

五
二
年

五一年
五
〇
年

(含
集
会
室)
二
三
〃

四
七
年

四
六
年

五
〇
年

四
九
年

四
八
年

四
七
年

四
六
年

四
五
年

四
ク

四ク
八
ク 四ノ
四
ク

一〇
〃

五
ノ 二
ク

三
〃

八
〃

六
〃

二
四
〃

一
六
〃

八
ク

四
九
ク
二
七
五
〃

八
〃

一六
〃

一
五
〃

六
八
〃

五
六
〃

八
六
〃

二
八
〃

五
八
〃

三、六六四・四七

一、二〇一・八九
二、四六二・五八

七、二六五・二六
二〇五・二〇
二、九五七・四八
二、三〇二・五八
一、八〇〇・00

七、〇六六・九八
一五七・00

二、六〇三・五

五三〇・六八
五三
・〇八

一、二九四・二四
六四七・三
六四七・三

七二七・二〇
三六三・六〇
三
三・六

二八〇・三
一八・六
七一・八四
五二三・六
二四八・二四

一六、八六〇・五一
四、三五一・六〇
五、〇二九・七四
四、六一六・六三
二、八六二・五四

三
丁
目

滝
の
川
町
東
二
丁
目
東

目
小

計 計

一、七〇五・四三
七五五・三

七八五・八五
一芸
・三
八〇・四
五六二・六一

一、二六五・九四
三七〇・三〇
七九五・六四

一
九
ク

二
ノ
八
〃
九
〃

三
二
〃

三
二
〃

一
四
〃

三
三
〃
一四
六
〃

一
ノ

九ク

一三
〃
六
〃

五
〃

二
棟

六
〇
ノ 七六

五
六
〃

一
七
ク
七
〃

四
〃

六
〃

四

"1

一四
〃

六
〇
ノ

四
二
〃

四
〇
ノ

七
二
〃

三
〇
〃

二
八
〃

一
四
戸

二、三三九・10
二、〇六七・五三

七〇一・八一 九・
三三九七・三四

一八二・六八

二、四六〇・五五

小

小 小

小 小

幸
町
四
丁
目
二
五三

泉
町
一
丁
目
一二
七 計 計計 計

緑
町
六
丁
目
七
四

計

東
町
六
丁
目
一
九
六 計

東
町
三
丁
目
・
四
丁
目

計

江
陵
団
地

泉
町
団
地

開
西
団
地

銀
川
団
地

八
丁
目
九二
七

滝
の
川
町
西
七
丁
目
西

九
東
滝
川
団
地

緑
町
団
地

東
団
地

幸
町二
丁
目
八
六

小

有
明
町三
丁
目
三
九
三

(含
集
)

‒‒ 〃

三〃 九ク
三
〃
六
〃

八
〇
七

江
部乙
町
東十
一丁
目

小 小

計

三
九
ク
一五
六
〃

一
ノ

一
五
〃

一二
ノ

一
一
ク

四
二
〃

四
〇
〃
一八
二
ミ

一
ク

一五
棟

二
〇
ノ

一
四
〃

三二二
〃

一
六
〃

一
六
!

二〇
ク

五
〃
一
〇
ノ

一
〇
ク

四
〃

六
〇
ノ

五
〇
ノ

四
〃

六
二
戸

六
四
〃

八
七
〃

一〇
〃

九
ク

一
四ノ

二
ク

七二
〃

五
〇
〃

二
二
ク

東
滝
川
町三
丁
目
四
二

小 .
四〇
年

九
ク

江
部
乙
町
東
一
一丁
目

江
部
乙
町
東
一〇
丁
目

小

ミ〃 二八

六
〃

二、四一九・三元

東
町
団
地

西
六
丁
目
団
地
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緑
町
六
丁
目
七
四
十‒二

計
四
五
年

四
四
年

四
三
年

四
二
年

四
〇
年

三
九
年

三
八
年

三
七
年

三
二
年

四
五
年

五
三
年

五二
年(鉻

室
)

五
一
年

五
〇
年

五
三
年

四
九
年

四
八
年

四
七
年

四
五
年

四
四
年

一
四
ノ

三
ク
三
〃

一
一
ノ

二
〇
ク

二
〇
ク

三、六七・八二
八公二・七八
六七九・三四
一、〇八三・七〇
一、二三六・00

四、七一八・二
10七・ 二0
一 、 000・三 ・

一、三四四・九四

三一 四・00
五四六・六〇

三
七・二〇

二、〇二九・九一
六七二・三

一
八一四・六一
五四三・〇八

七八七・八八
五四三・〇八
二四四・八〇

一、二
五
・六〇

三
七・二0
二
・空

三
四・四

二八六・三五

三九〇・七〇

積
2日

団
地
別
建
築
年
度
別
福
祉
住
宅
数
(五
四
年
三
月
末
現
在)

小

一
五
二
六

江
部
乙
町
西
一
二
丁
目

小

計 計

四
一
年

三ク 四六

一
五
〃

五
〃

六
〃

四

11

六
〃

六

〃
二四
〃

一〇
ク 〃

二三
〃

二
棟

一
二
ノ

六
〇
ノ

二〇
〃

二
四
ク

11

一
六
〃

二
四
〃

一
六
〃

八

11

四
四
〃

一
二
〃
八
〃

"1
一
二
ノ

一
二
戸

"1

建
築
年
度
棟
数
戸
数

面

奥 橋
本
徳四
郎

久
次
同
右
～
同
右

同
右
～三
・六・三

大
渡
清
治
同
右
～
同
右

小
谷

美
行
同
右
～
同
右

佐
藤
伸
昭
同
右
～
同
右

国
兼
保
男
同
右
～二八・二〇・

九
入沢
弥之助
隆
治
二六・二〇・二八～

二八・二〇・
九

年
月日

年
月
日

就
任

退
任

旧
滝
川
市
町
公
営
住
宅
入
居
者
選
考
委
員
会
委
員

五
四
年

五
三
年

五二
年

五
一
年

四
九
年

四
九
年

四
八
年

四
七
年

四
六
年

五
一
年

五
〇
年

二 "

一
六
〃

三
〃

三
ノ 〃

三 七
ク

五
〃 〃

三 二
棟

八

11

七
四
〃

一
二
ノ

一
四
ノ

一
六
〃

三
二
〃

二
四
〃

一二
ノ

一二
戸

三二四・一六

二、七五五・六一
四七一・三一
五四五・一六
六二七・九九
一、二二

・三五
一、〇四五・九五
吾五三
三

四九二・六三

.

泉
町
一
丁
目
一
二
七

九 黄
金
町
東
三
丁
目
一
二

所
在

地計

幸
町
四
丁
目二
五
三

小

江
陵
団
地

泉
町
団
地

東三
丁
目
団
地

団
地
名

北
辰
団
地

緑
町
団
地

東
団

地
東
町
六
丁
目
一
九
六

小
内
山
憲
一
三六・二〇・二

～
三〇・
六・三

三五・二・
七～え

・二
・
六

二
・二〇・八

～
三
・
六・三

名
就
任
年
月
日
退
任
年
月
日

五
ノ
一二
七
ク

三
二
〃

11

三
一
〃

三
二
ク

一
棟

三二
戸

八、七二〇・六四
三、
五二・六四

二、三〇六・二四
三、〇七〇・〇八
一、九九一・六八

啓
南
団
地
は
一
般
道
営
住
宅
中
層
耐
火
構
造
建
設
で、
空
知
町三
丁
目
に
次

のと
お
り
建
築
さ
れ
た
。

新
興
団
地

見
晴
団
地

西
五
丁
目
団
地

七
七
二

江
部
乙
町
東
一
〇
丁
目

小

四
丁
目

滝
の
川
町
西
三
丁
目
西

小
六
丁
目

滝
の
川
町
西
五
丁
目
西日

三
三 計

!

右
同

相
田 吉

田

中
川 氏

貞
弘

定同元
左右
555

鮖

、四六・
三・三

儀
作
二八・二〇・二

～
同
右

正
三・〇
・一
三
・二
・六

洞
右

～洞
松
沢

寛
同
右
～
同
右

片
山
佐
八
二八・二〇・二

～
同
右

中
村
武
男

二

"1

一11
(含
集
会
室
一
室
)

一ク

注
公
営
住
宅
・
福
祉
住
宅
と
も
に
物
置
は
面
積
に
算
入
し
て
い
な
い
。

四
ノ

四
〃

"1

二
九
ク
一
一九
〃

三
ク

四么 六么 二ク 二
ノ
四
棟

六
六
〃

一
五
〃

一
六
戸

11

二〇
〃

11

三
〇
ノ 八 八"1

啓
南
団
地

小

空
知
町
八
～
一
一番 計

計

氏

名

同
右
～三
・六・三

一 三

含
集

〃
三 二
〃

835

小

計



山
本
伊三
郎
二八・三

・一四～
四
・
五・三

黒
田

実
同
右
～壹
・三
三

粟
井
利平

三・
一・二0～三・

五・一
吉
田
昇
一
三
・
九・三
～
空
・
五・三

三八・
九・
一～
四・
三・三

三
・
六・
二～
三
・
五・三

二・
八・三
～
四
・
五・三

洞
右
～
同
右

村
上
武
雄
三・
六・二～三四・

五・一
宮
崎
定
由
元九・
九・二
～三
・
一・10

年就
月
日任

年退
月
日任

江
部乙
町
公
営
住
宅入
居
者選
考委
員
会
委員

氏

名

年就
月
日任

5 55
元同
四右
二

佐
藤
専
之
助
同
右
～
同
右

早
弓
房
松
同
右
～
三
・
九・三

山本
宗
平
同
右
～
同
右

篠
原
市
郎
元八・三

・一四～三〇・
五・
一

吉
田
清
作

・五
・〇

三
～
四
・二
三・

八二

～

空
・
六・
一～
四
・
三・三

年退
月
日任

吉
田
堅
治
同
右
～
四
・
五・一九

石
黒
貞
一
同
右
～
四
・
五・一九

田村金山
二
男
二
・
九・一五～芸

・二・
六

門
山
康
夫
同
右
～
三
・
七・三

金
子
協
平
同
右
～元
・二
・
六

大
和
田
実
豆・二・

七～
同
右

一
雄
同
右
～
・
九・一五

林
亀
同
右
～
哭
・
三・三

林
与
一
三・二〇・

一～豆
・二・六

中
村
常
雄
同
右
～
同
右

長
井
慶
治
同
右
～
同
右

古
館
健
一
同
右
～
四
・
五・九

千
葉
武
幸
同
右
～
同
右

白
水

務
四〇・
五・三
～
哭
・
三・三

布
川
春
雄
同
右
～
四
・
五・一九

中
村

忠
同
右
～
同
右

青
木
仁
八
同
右
～
三
・
七・三

今
井
定
利
三・
八・
一～
哭
・
三・三

米
田
荒
島

中島 辻奥
岸

隆
敏
四四・二〇・

一～
同
右

克已
四
・
五・三
～
同
右

館
正敏

同
右
～同
右右

啓南団地道営中層住宅

青
木
仁
八
禹四・
六・
一～
現
在

大
西
英
男
同
右
～
現
在

田口

好
晴
同
右
～
現
在

金
山
二
男
同
右
～
現
在

一
考
同
右
～
現在

土田 大崎
文
夫
同
右
～
現
在

福
田

右

朝
野
三
・
八・
二～
現
在

大
井
「
務
同
右
～
現
在

土
井
恒
隆
同
右
～
現
在

寅
二
同
右
～
同
右

房
松
同
右
～
同
右

同
右
～
同
右

草
沢

薫
吾
・
八・
二～
同
右

橋
向
国
臣
同
右
～
吾・
八・
一

矢
島
亀
靎
同
右
～
現
在

西
村
ケ
イ
子
同
右
～
吾
・
八・
一

中
島
広
保
同
右
～
五
・
五・三

氏
名

名

日

年就
月
任

年退
月
日任

新
・
滝
川
市
公
営
住
宅
入
居
者
選
考
委
員
会
委
員

氏
名

千
葉
武
幸
同
右
～
同
右

白水
務
巽
・
八・二～

五
・
八
一

相
田
貞
弘
哭
・
八・
二～
現
在

年就

日任

年
月
日

退
任

寺
崎
政
朝
四・
六・
一～
四・三・三

重
清
同
右
～
望・
五・三

中
西

前
田
春
市
言
・
五・
一～
四・
五・三

古
沢
周
吉
三・
九・
一～
四・
九・三

虎
谷
宗
善
同
右
～三
・
四・三

鈴
木

一
二
・
三・三
～
四
・
五・三

寺
島
周
一
郎
同
右
～
同
右

鹿
角
猛
夫
三
・
八・
一～
同
右

鎌
田

馨
同
右
～
同
右

中
村
正
男
同
右

～～同

石
黒
光
成
・
六・
一～
哭
・
三・三

徳
田
次
治
郎
同
右
～
同
右

836

第
七
編
厚

生

田
子

ヒ
サ
二八・二〇・二

～え
・二・
六

中
島
正
雄
三・
六・三
～
三
・二
・
六

平
田
登
喜
雄
同
右
～
同
右

中
野

一
郎
同
右
～
三
・
九・三

藤
田
利
雄
同
右
～
同
右

家
村
金
治
同
右
～
同
右

秀
晴
同
右
～
同
右

秋
山

壺
・二
・
七～
芸
・二
・
六

右
同
,右

～
同
右

真
田
整
一
三・二〇・八

～三
・九・三

南
義
雄
四二・
五・二〇～

四四・
五・三五

吉
田
精
一

・
・

～
九
・

芺 同
～

た右

松
ヶ
平
五
作

梅
野
種
勝

氏氏
名 正
敏
同
右
～
同
右

館
広
保
翌・七・一七～

同
右

草
浦
正己

福
島
隆
治
四
・
五・三
～
同
右

西
村
ケ
イ
子
同
右
～
同
右

矢
島
亀
靍
同
右
～
同
右

四四・
五・三
～
四六・
三・三一

右
～
同
右

松
ヶ平
五
作
同
右
～
同
右

薫
同
右
～
同
右

寺
島
周
一
郎
同
右
～
同
右

太
田

早弓 由良

小
田
中キ
ヌ
コ

江
川
虎
松
同
右
～
同
右

実
三七・二
・
七～
四〇・
五・二0

保
三
・二
・
七～
気
・
七・三



社

株
式
会
社
滝
川
振
興
公
社

明
る
く
豊
か
な
住
み
よ
い
滝
川
市
の
建
設
を
目

ざ
し
、
計
画
的
な
市
政
の
進
展
を
は
か
る
た
め
に
市
民
の
住
宅
確
保、
公
共
用

地
の
取
得、
公
益
的
な
事
業
の
推
進
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
側
面
的
な
活
動
を
行
え
る
公
社
が
各
地
に
設
立
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
滝
川
市
に
お
い
て
も
市、
滝
川
市
商
工
会
議
所
及
び
中
空
知
信
用
金

庫
(現
北
門
信
用
金
庫)
の
三
者
で
振
興
公
社
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

昭
和
三
十
八
年
三
月
二
十
三
日
登
記
で
資
本
金二
〇
〇
万
円
の
株
式
会
社
滝

川
振
興
公
社
が
設
立
さ
れ、
滝
川
市
が
二
、
四〇
〇
株
一
二〇
万
円、
商
工
会

議
所
と
中
空
知
信
金
が
各
八
〇
〇
株
四
〇
万
円
ず
つ
の
株
主
で
発
足
し
た
。

振
興
公
社
の
事
業
目
的
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
が、
た
だ
ち
に
こ
の
年
か
ら

宅
地
造
成、
住
宅
建
設
に入
り
次
と々
市
民
の
住
宅
需
要
に
応
え
て
き
た
。

1
公
共
の
た
め
必要
とす
る
不
動
産の
取
得及び

売
却管
理
ならび

に
あ
っ
せ
ん。

5 4 3
住
宅
及
び
こ
れ
に
伴
う
施
設、
建
物
並
び
に
分
譲、
売
却、
管
理、
貸
与
あ
っ
せ
ん。

公
益
的
事
業
の
経
営
及
び
管
理。

市
か
ら
委
託
を
受
け
た
事
業
の
執
行
。

建
売
住
宅
の
事
業
実
績
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

6
前
各
号
に
附
帯
す
る
一
切
の
業
務
。

朝
日
町
団
地

団
地
名

第
二 第
一
(年
月
)38

8
8
.
6
%

・
5

七
八
三二

戸
数

緑
町
団
地

団
地
名

第
三
第
二 営
業
年
度40・
5

戸
数

一 四

第 第 第 営

三 二 一
業 土
地
取
得
・
処
分
状
況

第
一〇

第
一
二

第 第
一

第
九

第 第
七

第
一
二

第
六

第
六

第
五

第
六

第
五

第
四

第
三

壹
、〇〇三

五三、〇三四
10.000 額
建 建

10、二九六
一四、三五九
五、九四九 売

一七三九 二

二

二 四 一 一四 1 1 七 四 二

一二 一
六

二 二

二
七

二
五

四、三九五
三、六一五

宅
地
分
譲
公
共
用
地

し
ら
か
ば
団
地

東
団

地

ま
で

第
一
七

第
一
六

第
一
五

第
一
四

第
一三

第
一
八(

第

税
六 第 第

第
一
三

第
一
二

第
一二

第
一
一

第
一〇

第
九
第
五

第
一
二

第
一
一

54 521 1

工
場
用
地 分

そ
の
他 (m2) 二三
二〇 一七 一
四 七

一〇 一〇

1 1 1

一
六

四 一 三 四 〇 三 八

837

東
二
丁
目
団
地

見
晴
団
地

西
五
丁
目
団
地

西
六
丁
目
団
地

西
一丁
目
団
地

開
西
団
地

一四五、九五六
二九、100

団
地
面
積

取

二四八
金

一47 46 45 44 43 48
49;

P.6
～

$3.5

12・5)
4
.
6
～

4
・
5

4
.
6
～

計

滝
の
川
団
地

七

55・5

4.5 33・5
・
6
～

5
・
5

30・6
～ 50・5

・6
～
一

四
五三

1

1

処

三、八五四
五八八

千
円 4・6
～

6 6
5 √ 5 ・
5 √

・
5

.
6
～

・
5S

48・5

47 466～ 45

・
6 44

4
・
5

一

得

第二
章
社
会
福
祉

第
七
節
公38

一
8
8
.
5

営
業
年
度

39.6～)

年
度

第 第
九八

4
.
6
～

1

(昭
和
五
四
年
度
)

.

53・
6
～

四

八

2
住
宅
団
地、
事
業
用
地
等
の
造
成
及
び
分
譲
売
却、
貸
与
並
び
に
管
理
あ
っ
せ
ん
。



注
千
円
未
満
は
四
捨
五
入
に
よ
っ
た
。

第
一
八(54・

6
～
7
)
二〇二、四二五

第
一
七
(53・6～

7
)

第
一
六(
5
2
.
6
～
7
)

第
一
五(51)・

6
～

)

一九四、〇七八
三〇九、八六六
三五八、一五六
三二天、一六五
一四一、〇九七
一九三、八三
一五四、二七〇
三〇二、五六
三二、七二九 二〇
九、
七
二 三〇四、六三七
一九〇、七六九
一八五、

一七二
一三九、五五五
九二、六〇
一二〇、三七四
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。
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